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MESSAGE

企業が変われば
グローバル人材が
育つ

国内需要の停滞と円高定着を受けて、日本
企業の海外進出が一段と加速している。海外
に生産・販売拠点を設立するだけでなく、研
究開発、製品開発まで移管し、本格的なグロ
ーバル事業展開に進む企業が増加している。

事業規模やリスクが大きくなるにつれ、グ
ローバルマネジメント人材の不足を訴える企
業が増えてきた。現地の優秀な人材の採用や
経営の現地化の重要性はこれまでも指摘され
てきたが、ここにきて日本人そのものの育成
の遅れが目につくようになった。単に英語が
得意な海外要員ということではなく、グロー
バル戦略を立案し、事業推進においてリーダ
ーシップが発揮できる人材である。最大の問
題はトップを含む本社のグローバル化の遅れ
にあると指摘する声もある。

最近気になる話を聞いた。グローバル化の
先頭を走る日本の自動車メーカーＡ社は、幹
部候補生として世界各地で大学の新卒者を採
用し育成してきたが、最近、研修を世界で一
本化することにした。当然使用言語は英語で
ある。ところが研修の成績を見ると、日本人
が見劣りする傾向が出た。英語力の問題だけ
でなく、自分の意見を持ち議論をリードする
力が弱いと指摘されたようだ。

当面のグローバル人材育成は企業内部で急
ぐしかないが、次の時代を担う人材が育って
こないとしたら事は重大である。日本企業が
不退転の決意でグローバル化を推進する一方
で、日本の若者は国内志向を強めている兆候
がある。海外の大学への留学生は減少傾向を
示しているし、企業で海外転勤を嫌う若手社
員が増えてきた。海外旅行さえ20代、30代は

取締役副会長

鳴沢  隆
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減少傾向である。
経済・社会は今後ますますグローバルに開

かれたものになっていく。日本は、今こそ国
を挙げてグローバル人材の育成に取り組むべ
きときがきているといえよう。

日本の人材育成システムで、最も課題を抱
えるのは大学教育ではないだろうか。初等中
等教育も創造力の養成などで改善余地はある
が、総じて世界的評価は高い。一方、大学教
育への評価は厳しいものがある。

何よりも足許の日本の企業は新卒者の採用
に際して、大学時代の学習成果をあまり重視
しない。「原石」として採用し社内で磨こう
という姿勢のためだが、大学の教育内容への
疑問もある。一方、大学生の学習時間の国際
比較では、日本が最も少ない。にもかかわら
ず入学者の91％が卒業できている。欧州の60
〜80％、米国の54％とは対照的である。

大学の教育研究内容を調査する機関は世界
に多くあるが、押し並べて日本の大学の評価
は低い。最近発表された英国「タイムズ」紙
のランキングでは、トップ100位に日本から
は２校のみで、香港、韓国と同数であった。
米国の51校、英国の12校、ドイツの４校に比
べ見劣りする。この評価基準は、学生当たり
の教員の数、研究内容評価、論文引用回数、
留学生の比率など多面的総合評価で、教育の
レベルを示す指標として信頼されている。

研究機関として優れた成果を挙げている大
学があることを認めつつも、多くの大学には
グローバル時代にふさわしい高等教育機関へ
の脱皮を期待したいものだ。ところが実は、

このような改革に際し、最も重要な立場にい
るのは日本企業そのものといえる。新卒者の
採用方針を変えることで、大学改革や自己研
鑽を促すことができるからである。

第一に、大学の教育内容と卒業成績に強い
関心を示すことである。大学生にとって就職
は最大の目標であるが、大学での成績が重視
されないため、勉強して良い成績を挙げよう
とする動機が弱い。教える教員側も、国家の
人材育成に責任を持っているという使命感が
生まれにくい。この結果、就職面接で学生の
自己アピールは、アルバイトとサークルでの
経験に終始するという笑えない事態になる。

大学のカリキュラムのグローバル化は世界
の潮流で、すでに先行事例はたくさんある
が、海外の大学とジョイントプログラムを開
発し学生の交流を増やすことが改革の起点と
なるケースが多いようだ。最近は、日本より
も海外のほうが生活費も安く、環境も良い。
企業サイドは、改革されたカリキュラムのも
とでの卒業成績やTOEICなどの共通試験の
結果を重視することで、大学の改革意欲と学
生の自己研鑽意欲を刺激したい。

第二に、採用試験のタイミングを多様化し
たい。現在は大学３年生の後半から４年生の
初めにかけて一斉に行うため、大学の教育現
場の障害となっている。またそのタイミング
に日本にいない海外留学生には不利に働く。

第三に、すでに一部の先進的大学で始まっ
ている改革を支援したい。秋田の国際教養大
学、大分の立命館アジア太平洋大学など、取
り組みは増えてきた。成果を挙げた大学から
の新卒採用を増やし、改革が多くの大学に波
及することを促したい。 （なるさわたかし）
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従来型BCPの課題
（1）	 継続される従来型BCP

残念なことに、東日本大震災以降再構築さ
れたBCPが3.11以前のものと本質的にはなん
ら変わっていない事例を多く目にする。この
ような企業の共通点は、「いつ発生するかわ
からない危機対応のために、多くの時間とコ
ストをかけることはできない」「対応策を精
緻に検討しても、結局できることには限界が
ある（事実、今回の震災でほとんど機能しな
かったBCPも多い）」という考え方である。

果たしてそうであろうか。災害が発生した
際に、その被害を最小限にとどめること、１
時間でも早く事業を再開できることは、企業
の競争力に直結する。東日本大震災の教訓を
踏まえ、危機への対応をより高次なものに昇
華させることをあきらめるべきではない。

（2）	 従来型BCPの問題点

①独立した計画として位置づけられていること
BCPはその名前が示すとおり、企業が危機

対応時に発動する計画と認識されている。緊
急時の対応を計画し、従業員に徹底すること
は確かに重要である。私たちがこの１年間に

目にしたBCPも、東日本大震災発生時の初期
動作の問題点を洗い出し、その反省に立って
行動計画を見直したものが多かった。

しかし、ここに最大の問題点がある。危機
に対して本当に必要な対応は、震災などがも
たらすビジネスへの影響を恒常的に存在する
リスクと捉え、それらを日常の活動のなかで
継続的に削減していくことである。これに対
して、BCPを独立した緊急対応計画として策
定すると、その時点で「緊急対応」として完
結してしまい、調達、生産、営業といったビ
ジネスプロセスそのものの体質改善に取り組
むきっかけが失われてしまうのである。

東日本大震災による製品の製造や加工プロ
セスの断絶は、製造業において世界的規模で
のサプライチェーン（供給網）の断絶をもた
らした。こうした事象は、非常時のみの
SCM（サプライチェーン管理）や製造拠点
のバックアップでは、もはや十分ではないこ
とを示唆している。つまり、BCPを強く意識
した常時のビジネスプロセスの構築が必須の
課題であることが明らかになったのである。
②対象が限定的であること

２つ目の問題点は、従来型のBCPの対象が

特集 災害対応の新たなあり方──事業継続計画（BCP）の新しいパラダイム
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限定的であることが挙げられる。
たとえば、自社の工場や社屋のみを対象と

し、取引先（仕入れ先、供給先）については
検討していなかったために、自社のラインは
操業できる状態になっても部品が供給されな
かったケースがこれに当たる。

被災時の分析が企業活動に影響を与える範
囲、深さで正しく実施なされていなければ、
有事の際に正しく機能する計画を策定するこ
とはできない。確かに、企業活動の解明には
膨大な作業を必要とし、それに二の足を踏む
BCP策定担当者の心情は理解できる。しか
し、そのことで多くのBCPが骨抜きになって
しまっているのも事実である。
③構築プロセスが組織化されないこと

BCPが紙上の計画の域を出ない要因の一つ
として、BCP策定プロセスが、総務部、企画
部などの特定部署内に閉じてしまっているこ
とが挙げられる。

BCPの策定プロセスでは、経営トップの指
示のもとに危機管理委員会やBCP再構築委員
会が設立されるため、一見、部署横断的に
BCPの見直しが進んでいるように見える。し
かし実際には、各部門が作成した発災時の行
動計画に、所管部署が行動指針を追加して取
りまとめるケースが多い。結果として、BCP
は総務部門などの担当部署がまとめた計画
と、各部門が個別に記載した災害時行動指針
に分断され、いつかまた発生するかもしれな
い災害時まで目にしない計画書とになる。

BCPを含む事業戦略構築プラット
フォームへのシフトの必要性

今回の震災が残した教訓を受けてBCPは新
しいパラダイムに変化する必要があると私た

ちは考えている。本特集はBCPを、従来の独
立した緊急対応マニュアル的な計画から、事
業戦略構築プラットフォームの一部に位置づ
けることを提案している。ここでいうプラッ
トフォームとは、正確な被災シミュレーショ
ン機能を企業内で保有し、さまざまな側面か
ら戦略の実現性（サプライチェーンの堅牢
性、有事の際の事業再開までの速さなど）を
検証できる仕組みの整備を指す。企業が保有
する被災シミュレーションとその分析は、事
業戦略そのものの生態系を形づくる重要なコ
ア（中核）機能に変化していくであろう。

小売業や製造業を中心に、BCPを事業戦略
構築・遂行のためのプラットフォームとする
企業の萌芽事例が見られる。たとえば出店戦
略や本社機能の分散について被災シミュレー
ションに基づき、常時検討している事例。ま
た、工場の被災状況を精緻にシミュレーショ
ンし、工場を被災時の避難場所として機能さ
せられる可能性をCSR（企業の社会的責任）
戦略の一環として検討する動きも始まってい
る。

従来の枠組みから離れてBCPを再定義し、
より高度な事業戦略構築のためのプラットフ
ォームとして捉える時期が来ている。

著 者
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経営革新コンサルティング部長
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事業継続計画（BCP）再考
──大震災から企業は何を学ぶべきか
震 災 リ ス ク を 可 視 化 し て リ ス ク 分 散 戦 略 に 反 映

CONTENTS Ⅰ　東日本大震災で判明した事実
Ⅱ　想定される連動型巨大地震の影響
Ⅲ　リスクを可視化して拠点再配置を進める
Ⅳ　企業に求められる今後の取り組み

1	 東日本大震災は、高度にネットワーク化された現代社会が初めて経験した広域
災害であり、被害の広域性・大規模性は想定をはるかに上回り、震災と直接関
係のない地域へも深刻な影響をもたらした。

2	 しかし、過去に発生した震災時の教訓から取り組まれてきた減災の工夫が効果
を発揮する場面も多く、「震災に学ぶ」という姿勢がいかに大切であるかがあ
らためて確認された。

3	 東日本大震災は千年に一度の未曾有の震災といわれているが、政府は、今後30
年以内に東海地震が発生する確率を87％と公表している。東海地震、東南海地
震、南海地震が同時に発生する３連動型巨大地震は、これまでにも100〜150年
周期で繰り返し発生していることから、こうした連動型巨大地震は、近い将来
確実に発生するものと考えられる。

4	 この連動型巨大地震により、日本の生産活動を支える枢要地域が被災し、東西
を結ぶ国土の大動脈が寸断されることになれば、東日本大震災をはるかにしの
ぐ広域的な被災を及ぼす可能性が高い。

5	 想定される連動型巨大地震時には、自らの拠点が被災を免れても、サプライチ
ェーンや基幹インフラの寸断で、広域で事業が継続できなくなるおそれがある。

6	 そのためリスクを可視化して、事業継続のためのブロックを見極め、国内にお
ける拠点の再配置や海外も含めた機能分担のあり方を検討していくことが必要
である。

特集 災害対応の新たなあり方──事業継続計画（BCP）の新しいパラダイム

要約

浅野憲周
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Ⅰ	 東日本大震災で判明した事実

1	 想定外ではなかった東日本大震災
2011年３月11日に発生した東日本大震災

は、日本の観測史上最大となるマグニチュー
ド9.0の巨大地震であり、影響範囲の広域性
や津波による被害の甚大性、東京電力福島第
一原子力発電所事故を発端とする電力供給制
限の発生などの観点から、「想定外」という
表現が盛んに用いられている。

一方、東北地方沿岸で、津波を伴う海溝型
巨大地震が発生する可能性については、震災
前から地震調査研究推進本部（文部科学省所
管）や中央防災会議（内閣府所管）により明
確に示されていた（図１）。たとえば、地震
調査研究推進本部では、宮城県沖地震が今後

30年以内に発生する確率を99％と推計し、こ
れを東日本大震災前から公表していた。ま
た、中央防災会議では、日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震に関する専門調査会におい
て、東日本大震災の震源域と同様の海域に複
数の想定震源を設定した地震津波シミュレー
ションを実施していた。しかし東北地方沿岸
では、過去千年以上、今回と同様のいわゆる
連動型巨大地震が発生した記録がないことな
どから、前述した政府機関による検討対象か
ら外されていた。

地震は、地球生誕46億年の歴史のなかで繰
り返されてきた自然現象であるが、記録に残
されている事象はごく一部にすぎない。有識
者や政府の想定を上回る地震が発生する場合
がありうるということは、当然認識しておく

図1　地震調査研究推進本部の発生確率予測および中央防災会議の想定震源域

注）M：マグニチュード、Mt：津波の高さから求める地震の規模
出所） 地震調査研究推進本部「全国を概観した地震予測地図2008年版」、中央防災会議「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会（第10回）資

料」（2005年6月22日）より作成

地震調査研究推進本部
発生確率予測
（30年以内の発生確率）

中央防災会議想定震源

東北地方太平洋沖地震

択捉島沖の地震

色丹島沖の地震

500年間隔地震

根室沖・釧路沖の地震

十勝沖・釧路沖の地震

千島海溝

三陸沖北部の地震

1896年
明治三陸地震

日本海溝

箱根トラフ

宮城県沖（陸側・海溝側）
の地震

根室沖 
M7.9程度　40%程度
十勝沖と同時発生の場合 
M8.3程度

十勝沖
M8.1程度　0.1～1%程度
根室沖と同時発生の場合 
M8.3程度

三陸沖北部 
M8.0程度　0.1～10%程度 
M7.1～7.6　90%程度

宮城県沖地震
M7.5程度　99%程度
三陸沖南部海溝寄りの海域と
同時発生の場合
M8.0前後

三陸沖から房総沖の海溝寄り
津波地震：Mt8.2前後注　20%程度（特定海域では6%程度）
正断層型：M8.2前後　4～7%程度（特定海域では1～2%）

福島県沖 
M7.4前後　7%程度以下
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べき事実であったといえる。
「経営戦略に『想定外』は許されない」。企
業経営者は、今回の震災で明らかになった事
実を再確認して、想定される大震災に備える
意識を高め、リスク軽減に向けた取り組みを
強化する必要がある。

2	 判明したネットワーク社会の
	 脆弱性

わが国では、20世紀以降だけでも関東大震
災（1923年）をはじめとするマグニチュード
８前後の海溝型巨大地震がたびたび発生して
いた。しかし、このような広域地震は、いず
れも20世紀前半に集中しており、それ以降
は、阪神・淡路大震災（1995年）に代表され
るような、震源域近傍の限定された地域に激
甚な被害を及ぼす、直下型地震の発生が顕著
であった（図２）。

東日本大震災は、戦後の高度経済成長を経
て、交通インフラや情報通信インフラが高度

にネットワーク化され、産業・経済活動の効
率化に向けたサプライチェーン（供給網）マ
ネジメントが本格化した社会において初めて
経験した、広域かつ大規模な地震災害であっ
たといえる。

そのため、全国規模のサプライチェーン展
開を図る大企業は、高度にネットワーク化さ
れた社会が被災した場合の波及影響の大きさ
を痛感することになった。これは、過去の大
震災では決して学ぶことができなかった新た
な教訓といえる。

特に、東北地方が巨大なサプライチェーン
における部品供給の重要な拠点であり、その
影響力は世界中に及んでいたこと、サプライ
チェーンの構造が末広がりの「山型」ではな
く、特定企業に重要な部品の発注が集中する

「樽型」の箇所がいくつもあったことは、震
災後初めて判明した事実といえる。たとえ
ば、マイコンと呼ばれる車載半導体を製造す
るルネサスエレクトロニクスはその代表例

図2　20世紀以降にわが国で発生した主な被害地震

60

55
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45

40
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25

20

15

10

5
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1923年 44 46 48 60 70 78 9380 90 95 2004 0807 2011

出所）宇佐美龍夫『最新版日本被害地震総覧416-2001』（東京大学出版会、2003年）より作成

情
報
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M8.0
昭和南海地震
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東日本大震災
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北海道

南西沖地震

M 7.9
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M 7.9
昭和
東南海
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新潟県中越地震
新潟県中越沖地震

M7.4
宮城県沖
地震

岩手・宮城内陸
地震

阪神・淡路大震災M6.8
M6.8

M7.3  M 7.2

高度経済成長期
サプライチェーン（供給網）マネジメントの高度化

ICT（情報通信技術）高度化
（インターネット、データ通信）

インフラ・ライフラインの高度な
ネットワーク化（高速道路、新幹線）

情報通信実質ストック額
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で、同社の拠点工場をはじめとする東北地方
に集積する部品メーカーの被災によって、全
国および全世界の自動車生産が停止した

（図３、４）。

震災による生産停止の影響は、以下に示す
４つの要素を持つ企業に顕著に現れており、
自動車産業をはじめ輸送用機械産業はその代
表例といえる。

図3　サプライチェーン分断による自動車業界での主な影響

● トヨタ自動車 26万台減産（2011年4月8日まで）
● 日産自動車 10.5万台減産（4月・5月分見込み）
● ホンダ 4.3万台減産（4月3日まで）
● マツダ 3.1万台減産（3月25日まで）
● スズキ 3.2万台減産（3月25日まで）
● ダイハツ 2.7万台減産（3月29日まで）
● 富士重工業 2.3万台減産（3月28日まで）
● 三菱自動車工業 1.5万台減産（3月26日まで）

● トヨタ自動車　欧州5工
場で4～5月に生産停止
を計画

● 日産自動車　英国で数日
間工場停止

● ホンダ　7週間、50％減
産の見込み ● トヨタ自動車　70％減産

● ホンダ　50％減産

● トヨタ自動車
　　50％減産

● トヨタ自動車　オーストラリア
　工場にも波及

● トヨタ自動車　米国14工場で減産約15万台
● 日産自動車　　米国で数日間工場停止
● ホンダ　米国・カナダ6工場で50％操業
● 富士重工業　北米生産を一時停止 

● 日産自動車　メキシコで数日間工場停止
● トヨタ自動車　南米工場にも波及

出所）各種新聞記事および各社Webサイトより作成

国内

中南米

北米欧州

中国

インド

オセアニア

全世界に影響の波及

超広域で同時被災

電力需給の逼迫

部品供給の停止

全国に影響の波及

図4　輸送用機械産業の生産額推移
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注）1カ月当たりの生産量を、基準年（2005年）を100として指数化した
出所） 経済産業省「生産動態統計調査」
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①代替の利かない生産拠点
②在庫を極力減らした徹底したジャスト・

イン・タイムの供給体制
③２次、３次下請けと複雑で深いサプライ

チェーンの階層
④特殊な部品や特殊な技術を持つサプライ

ヤーへの高依存度
また、震災後のサプライチェーンの構造把

握に約２週間もの時間を要したことが、事業
復旧を遅らせる一因ともなった。このような
教訓から、大企業経営者はサプライチェーン
を広く深く把握しておくことの重要性を痛感
しており、想定される連動型巨大地震に備え
るため、あらかじめサプライチェーンの構造
把握を進め、平時からデータベース管理をし
ようとする動きも見られる。

3	 再認識された既往災害に学ぶ
	 姿勢の大切さ

東日本大震災では、過去の阪神・淡路大震
災や新潟県中越地震（2004年）などによる被
災経験を活かして、建物・施設の耐震化の推
進やハード面での着実な技術力向上を図ると
ともに、いわゆる現場力の強化によって被害
軽減を実現した事例も多い。

たとえば交通インフラ施設について見る
と、東北自動車道は橋梁の倒壊などの大被害
が発生せず、震災後13日で一般開放されてい
る（図５）。また、東北新幹線は、営業走行
中の新幹線が１本も脱線事故を起こさずすべ
て安全停止している。

震度７が観測された宮城県栗原市に立地す
る栗原中央病院は免震構造が施されており、
過去の岩手・宮城内陸地震（2008年）と同
様、建物被害が発生せず、病院業務に支障を
きたさなかった。

また、岩手県に最終組み立て工場を持つ製
造業Ａ社は、過去の震災経験から、復旧を早
めるさまざまな創意工夫と従業員教育を強化
し、被災４日後の３月15日に稼働環境を回復
させている（図６）。ただし、サプライヤー
からの部品供給が停止したため、実際の生産
再開は４月18日までずれこんだ。

図5　高速道路の復旧スピードの比較

出所） 国土交通省道路局報道資料、『日本経済新聞』など各種情報より作成

阪神・淡路大震災

阪神高速道路一般開放

東日本大震災

仮復旧

応急復旧

東北自動車道一般開放

常磐自動車道一般開放

日0 20 40 60 80

耐震補強対策

1日

11日

13日

21日

1年8カ月

図6　製造業Ａ社による被害軽減の取り組みと復旧実績

注）BCP：Business Continuity Plan（事業継続計画）

2003年
三陸沖地震

2011年
東日本大震災

被災の軽減

2008年
岩手・宮城内陸地震

●　施設の耐震化　●　設備の固定　●　落下防止措置
●　本社対策本部（静岡）と現地対策本部間のテレビ会議
　システムの整備

現場力 ●　従業員1人ひとりが何をすべきかを十分に理解

●　4日後に通常稼働●　2日後に通常稼働●　被災の教訓から、
    BCPの強化
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日本の社会インフラ施設の防災性・安全性
や回復力の強さが国際的にも再認識されると
ともに、過去の震災に学ぶ姿勢の大切さがあ
らためて確認されたといえる。

一方で、サプライチェーン分断や電力不足
に代表される社会インフラの停止による広域
への影響の波及は、自社の重要リソース（経
営資源）を耐震化するとともに現場力の強化
を目指してきた従来の事業継続計画（Business 
Continuity Plan：以下、BCP）の取り組み
だけでは対処できない問題であったといえ
る。

Ⅱ	 想定される連動型巨大地震の		
	 影響

1	 連動型巨大地震は近い将来
	 確実に発生する

東日本大震災は千年に一度の未曾有の大災
害といわれている。しかし、西日本の太平洋
側では、同種の連動型巨大地震が100年から
150年周期で繰り返し発生している（図７）。
そして、昭和東南海地震（1944年）および昭
和南海地震（1946年）を最後に、この地域で
は70年近く連動型巨大地震が発生していな
い。特に駿河湾は安政東海地震（1854年）以
降157年間（2011年現在）、海溝型巨大地震が
発生しておらず、連動型巨大地震がいつ発生
してもおかしくない状況といわれている。地
震調査研究推進本部は、今後30年以内に地震
が発生する確率を、東海地震が87％、東南海
地震が60〜70％、南海地震が60％と発表して
いる。

このような背景から、中央防災会議は、
2001年に東海地震対策専門調査会、および東

南海、南海地震等に関する専門調査会を設置
して、連動型巨大地震災害に関する地震被害
想定などを検討し、対策を強化している。東
日本大震災の教訓を踏まえ、宮崎県沖の日向
灘方面などへの震源域拡大の可能性の検討も
開始しており、2012年の春ごろを目途に、震
度分布や津波高などが見直される見込みであ
る。

2	 被害は超広域、国土の大動脈を
	 分断
（1）	 揺れ、液状化、津波による
	 広域同時被災

東海地震などの連動型巨大地震の特徴は、

図7　東海・東南海・南海地震の発生履歴

名古屋

浜松
大阪

神戸

和歌山

高知

東海

東南
海

南海

静岡

出所） 宇佐美龍夫『最新版日本被害地震総覧416-2001』（東京大学出版会、2003年）
より作成

慶長地震（M7.9）死者不明1605年

102年

1944年

2011年

1707年 宝永地震（M8.6）死者5,083人

147年

1854年 安政南海地震、安政東海地震（M8.4）死者2,658人

90年

1946年 南海地震 （M7.9）
死者1,251人

（M8.0）死者1,330人

？年 連動？
東海地震？

東南海地震 空白域
157年
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影響範囲の広域性と被害の甚大性にある。
影響範囲は、わが国最大の生産拠点である

中部地方はもとより、太平洋ベルト地帯全体
を丸ごと含む大きさである（図８）。

東日本大震災と比較して震源が陸域にきわ
めて近いため、揺れ、液状化、津波による同
時被災により、太平洋側の沿岸部を中心に壊
滅的な被害が生じる。

また、津波の到達時間がきわめて早く、中
央防災会議のシミュレーションによると、地
震発生から数分程度で第１波が到達する地域
も存在する。

（2）	 生産拠点の被災

わが国最大の生産拠点である中部地方の被
災が想定される。

中部地方の輸送用機械、鉄鋼、精密機械、
石油・石炭製品の製造業４分野の年間生産額
は約26兆円（全国シェア約26％）で、これは
東北地方（約２兆6000億円）の約10倍の規模

である（図９）。
特に輸送用機械の自動車産業では、大企業

の本社と生産拠点、それを支える多様なサプ
ライヤーの拠点が高度に集積している。東日
本大震災は、サプライチェーンの分断による
波及影響を特徴としていたが、東海地震など
の連動型巨大地震では、本社、生産拠点、サ
プライチェーンの同時被災の可能性もあり、
その影響は東日本大震災をはるかに上回るお
それがある。

（3）	 東京、大阪、名古屋の中枢機能が混乱

東日本大震災の２倍以上とも指摘される本
格的な長周期地震動の発生も予想される。

長周期地震動とは、周期が２秒から20秒程
度のゆっくりとした揺れであり、振幅が大き
く長く揺れ続けることが特徴である。住宅な
どの一般建築物に影響を及ぼす通常の揺れ

（Ｐ波、Ｓ波）よりも遠方に伝わり、柔らか
く厚い堆積層内に入り込むとその層内で行っ

図8　東海・東南海・南海地震の震源域と影響範囲──揺れ、液状化、津波による広域同時被災

出所） 震度は中央防災会議、確率は地震調査研究推進本部

震度7

震度6強
震度6弱
震度5強
震度5弱
震度4

震度3以下

東海地震の震源域
（87%）

南海地震の震源域
（60%）

東南海地震の震源域
（60～70%）

領域拡大の可能性

揺れ、津波同時被災
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たり来たりして揺れが大きくなり、継続時間
も長くなる。

東京、大阪、名古屋の３大都市圏はこのよ

うな堆積層の上にあり、超高層ビルやマンシ
ョンが集積し、湾岸部には大規模な石油コン
ビナート地帯が形成されている。

図10　東日本大震災当日の東京中心部の道路の渋滞状況

出所） 野村総合研究所ユビークリンク事業部によるプローブ交通情報より作成

22時00分

順調

渋滞

時速40km超

時速30km超～40km以下

時速20km超～30km以下

時速10km超～20km以下

時速10km以下

【凡例】22時00分

図9　太平洋ベルト地帯に集積する生産拠点の同時被災

出所） 火力発電所のプロット：電気事業連合会Webサイトより作成
 生産額：経済産業省「地域間産業連関表」（2005年）より編集

中部地方、製造業4分野
生産額約25兆6000億円
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東北地方、製造業4分野
生産額約2兆6000億円
（全国の約3%）

鉄鋼

鉄鋼

輸送機械
76%

精密機械
石油・石炭
製品

石油・石炭
製品

震度7

震度6強
震度6弱
震度5強
震度5弱
震度4

震度3以下
火力発電所

東京、大阪、名古屋の
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これらの長大構造物は固有周期が一般建築
物と比較して長いため、長周期地震動と共振
しやすく影響を受けやすい。東日本大震災で
も東京タワーの頂上部が曲がったり、石油タ
ンクで火災が発生したりしている。東京都新
宿区の工学院大学や大阪府庁咲洲庁舎では壁
の亀裂やエレベーター停止などの被害も生じ
ている。

東日本大震災では、震源から東京、大阪ま
での距離が数百km以上と遠く、本格的な長
周期地震動も生じなかったが、それでも震災
当日は東京の交通インフラ機能が停止し、道
路では大渋滞（前ページの図10）が発生する
などの混乱が生じた。

東海地震等の連動型巨大地震の震源域は、
東京、名古屋、大阪から100km程度以内と近
いため、本格的な長周期地震動が発生した場
合、東京や大阪、名古屋では高層ビルのみな
らず、湾岸部に点在する石油コンビナートや

伊勢湾沿岸に集中する火力発電所などの長大
構造物に被害をもたらすおそれもある。

（4）	 国土の大動脈の寸断

静岡県沿岸域は東海地震の震源域の真上に
位置しており、揺れの強さはほぼ全域で震度
６強から７に達し、津波高が10ｍを超える場
合も想定されている。東名高速道路や東海道
新幹線の国土の大動脈がこのような激震地を
走り、天竜川、大井川、富士川といった大河
川を横断している（図11）。

橋梁の耐震対策は、阪神・淡路大震災以降
強化され、その後の地震では大被害は生じて
いない。しかし、河口部付近で地盤の大変位
が生じた場合、橋梁のずれや倒壊により長期
間通行止めとなる可能性がある。また、いず
れの幹線も御前崎市に立地する中部電力浜岡
原子力発電所から20km圏内を通過している
ため、福島第一、第二原子力発電所と同様の

図11　国土の大動脈の寸断

出所） 国土交通省「全国幹線旅客純流動調査」（2005年）、「全国貨物純流動調査」（2005年）、「平成21年港湾統計（年報）」（2009年）
より作成 

岡谷JCT（ジャンクション）
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貨物： 74万7,273トン（1日当たり）
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一宮JCT

大井川
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　　（高速道路の復旧期間）
楽観ケース： 10～20日
悲観ケース：数カ月から数年

名古屋港 
コンテナ貨物取扱量 

1億6,510万トン（1年当たり）

地盤の大変位による
橋梁倒壊のおそれ

関東－東北間の約3倍

中部電力浜岡
原子力発電所



15事業継続計画（BCP）再考──大震災から企業は何を学ぶべきか

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

事態が生じれば、長期間通行止めとなる可能
性がある。東日本大震災と同様に余震が数週
間継続することも考えると、津波が発生する
危険性から、名古屋港、大阪港の機能が長期
間停止する可能性も考えられる。

このように、陸海の大動脈が長期間寸断さ
れると、国土が広域ブロック単位で分断さ
れ、互いに孤立する可能性がある。

Ⅲ	 リスクを可視化して
	 拠点再配置を進める

1	 リスク顕在化で変化した
	 経営者の危機意識

スズキは、二輪の開発・設計を手がける二
輪技術センター（静岡県磐田市）と、浜松市
の低地にある本社の電気自動車の開発および
二輪車のエンジン生産機能を合わせて、浜松
市北部の高台に移転すると発表した（2011年
７月11日付『日本経済新聞』）。現在の同セン
ターは太平洋沿岸にあり、東海地震に伴う津
波の被害が従来から懸念されていた。

東日本大震災の発生により、株主や顧客を
はじめとするステークホルダー（利害関係
者）の企業のBCPに対する関心が高まってい

る。そのため企業経営者は、巨大災害への対
応についての明確な説明を株主総会などの場
で求められている。サプライチェーンを構成
する企業は、顧客企業から取引継続の条件と
してリスク軽減策の強化を求められる可能性
も考えられる。実際ある企業では、サプライ
ヤーの拠点リスクを評価し、その結果に基づ
いて必要となる防災対策を実施させるための
指針づくりに着手している。

このように、企業経営者にとっては、今後
の企業存続をかけた防災投資への決断が避け
られない事態が生じていると考えられる。

2	 連動型巨大地震がもたらす
	 パラダイムシフト

東海地震などの連動型巨大地震は、企業に
よるこれまでのリスク軽減対策の考え方にパ
ラダイムシフトをもたらすであろう（表１）。

（1）	 参集を前提としないバーチャル機能の	
	 強化

これまでの震災では、東京、大阪、名古屋
の本社機能が健全な状態のなかで、本社への
要員参集を前提とした災害対策本部の指揮命
令のもと、地方の被災企業を救援してきた。

表1　東海地震などの連動型巨大地震がもたらすパラダイムシフト

従来のパラダイム 連動型巨大地震を想定したパラダイム

拠点（核） 本社への要員参集による指揮命
令（東京と東北の関係）

本社被災、要員参集困難
による機能不全

要員参集を前提としないバー
チャル（仮想的な）機能の強化

空間 太平洋ベルト地帯内の生産拠点
分散

超広域被災 超広域分散
（海外を含む）

データセンターバックアップ
（東京と大阪の2拠点）

東京・大阪同時被災
ネットワーク寸断

ネットワーク 日本を大縦断するサプライ
チェーン

国土の大分断 地方ブロック単位の自立機能集
積
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しかし連動型巨大地震では、本社オフィスが
被災し、交通寸断により要員参集も困難なな
か被災した生産拠点の救援と事業継続を行わ
なければならない初めてのケースとなる。そ
の際、必ずしも本社への要員参集を前提とし
ない、情報通信インフラを効果的に活用した
バーチャル（仮想的）な対応戦略がより一層
求められることになる。

（2）	 超広域分散

日本の高度経済成長を支えてきた鉄鋼、機
械、石油化学産業は、太平洋ベルト地帯に大
規模な生産拠点を集積させてきた。しかし、
東海地震などの連動型巨大地震による影響
は、中部、近畿、瀬戸内地方にまで及び、こ
れらの地域も同時被災する可能性がある。

大手の金融機関では、東京に集積する本社
やデータセンターなどのバックアップ機能を
大阪に整備している場合が多い。しかし長周
期地震動の発生や液状化により、東京と大阪
が同時被災することも想定される。

太平洋側を中心とするこのような超広域被
災や東京・大阪同時被災の可能性を考える
と、日本海側地域や海外をも視野に入れた、
超広域分散の必要性を考慮する必要がある。

（3）	 地方ブロック単位の自立機能集積

日本の生産機能は、安くて広大な土地と労
働力を求めて地方に立地展開してきた。その
結果、日本を大縦断する巨大なサプライチェ
ーンが形成されている。しかし、このような
構造は、国土の大分断により容易に寸断され
る特性を有している。国土が分断されてもそ
の影響を最小限に抑えるため、これからは地
方ブロック単位での自立機能集積が必要とな

るかもしれない。
実際、東京に本社を置き、全国に生産拠点

を持つ製造業Ｂ社は、東日本大震災時に東京
の交通インフラ機能が麻痺した事態を踏ま
え、東京本社への要員参集を前提としない指
揮命令や、事業継続対策として、

①第二、第三の本社代替拠点の確保
②テレビ会議システムの強化によるバーチ

ャル災害対策本部の設置
③キーパーソンの自宅への無線設備や衛星

携帯電話端末の配備
④各生産現場への大胆な権限委譲
──などの検討を開始した。
また中部地方に本社を置く金融業Ｃ社は、

東海地震の発生を想定してデータセンターを
中部と関東の２拠点体制としていた。しか
し、東日本大震災では、震源から約400kmも
離れた千葉県浦安市で大規模な液状化被害が
発生したことを受け、関東にあるデータセン
ターを他地域に移転することを前提に検討を
開始している。

3	 事業継続のためのブロックを
	 定義する
（1）	 自社の事業所を中心に対応する	

	 従来型BCPの限界

①耐震化と現場力の強化
阪神・淡路大震災のような都市直下型地震

では、いわゆる「震度７の帯」が象徴するよ
うに、きわめて限定された地域が激しく被災
する。たとえば神戸製鋼所は、神戸市内の本
社ビルが全壊して高炉などにも大きな打撃を
受け、膨大な損失が生じた。ここで得られた
最大の教訓は、本社や拠点工場などの重要リ
ソースをしっかりと見極め、耐震化すること
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の重要性であった。この震災を契機として重
要構造物の耐震設計基準が見直され、同時に
耐震・免震・制震技術の高度化が進められて
きた。

新潟県中越地震（2004年）および新潟県中
越沖地震（07年）は、製造業にBCPが導入さ
れる契機となった地震といえる。新潟県中越
地震では、三洋電機の子会社である新潟三洋
電子（現・三洋半導体製造）の半導体工場が
被災し、500億円超の被害が生じた。その３
年後に発生した新潟県中越沖地震では、激震
地の柏崎市に２つの工場を持つリケンの生産
設備が被災し、自動車製造にとって必須の部
品であるピストンリングの生産が停止した。
このときは被災直後から、自動車業界の総力
を挙げた復旧支援が行われ、操業停止は４日
間にとどまった。これにより、早期の災害復
旧における「現場力」の重要性があらためて
認識された。

②盲点だった２次調達先の工場
東日本大震災の影響範囲はこれらの地震災

害よりもはるかに広域で、製造業の部品工場
が同時に多数被災した。なかでも自動車は約
３万点の部品で構成されるため、自動車産業
では何層にも多重化された複雑かつ巨大なサ
プライチェーンが形成されているが、この震
災では数百〜千拠点を超える部品工場が被災
した。とりわけ、マイコン、タイヤブレーキ
用ゴムや塗料顔料、副資材（製造工程に用い
られる潤滑油等の消耗品）などに使われる化
学素材の工場は、代替拠点を持たないシング
ルソースとなっている場合が多く、これらが
ボトルネックとなり自動車生産再開までに約
１カ月を要し、完全復旧までにはさらに２カ

月以上を要した。自社の事業所を中心に対応
してきた従来のBCPの限界が露呈したといえ
る。

（2）	 サプライチェーンのリスクを可視化して	
	 事業継続のためのブロックを定義する

想定される広域災害に備えるには、サプラ
イチェーンの構造を把握するだけでは十分と
はいえない。地震時の揺れ、液状化、津波、
電気・ガス・水や交通網などの社会インフラ
の寸断、原子力発電所やその他からの有毒ガ
ス・危険物施設の事故がサプライヤーの各拠
点に及ぼす影響を分析・評価してサプライチ
ェーン全体の分断リスクを予測し、ボトルネ
ックがどこにあるのかをあらかじめ可視化し
ておくことが重要といえる（表２）。そのため
にはGIS（Geographic Information System：
地理情報システム）の活用が有効である（次
ページの図12）。

さまざまな情報を複数の層構造でデータベ
ース化し、情報を重ね合わせてサプライヤー
拠点のリスクを評価する。これによりリスク
の可視化が可能となり、被災の影響を受ける
地域範囲と受けない地域範囲を区別して、事

表2　サプライチェーンのリスクを可視化する観点

現在、あまり検討されていない視点

SCM（サプライチェー
ンマネジメント）リ
ソースの把握

素材・部品の調達から製造、物流、販売までに至る
サプライチェーン全体にかかわるリソース（経営資
源）を把握する

SCMリソースの被災 想定される災害シナリオを選定し、地震動や津波浸
水などの影響範囲を評価する

社会インフラ 電力、上水道、道路、港湾、空港などの社会インフ
ラの支障範囲と復旧時間を分析・評価する

立地環境 事業活動などに影響を及ぼす原子力発電所などの危
険物施設の立地環境と影響範囲を評価する
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業継続のためのブロックを定義することがで
きる（図13）。

これまでは、何層にも及ぶサプライチェー
ンの構造を把握することは不可能であるとい
われてきた。しかし今回の震災を契機に、自
動車メーカーや精密機械メーカーを中心に、
サプライチェーンの構造を把握してリスクを
可視化しようとする試みが開始されつつあ
る。このような動きの背景には、東日本大震
災においてサプライチェーンのボトルネック
を把握するのに約２週間を要し影響が拡大し

たことへの反省、および東海地震などの連動
型巨大地震では本社や生産拠点が被災する可
能性があり、今回のような現場力に頼った対
応では通用しなくなる可能性があることなど
が考えられる。

（3）	 リスクの可視化を立地戦略に活かす

サプライチェーンのリスクを可視化して、
被災の影響を受けない地域範囲を見極めるこ
とができれば、連動型巨大地震によって国土
がブロック単位に分断された場合でも、自ら

図12　GIS（地理情報システム）を活用したサプライチェーンのリスク情報の重ね合わせ

サプライチェーンを広く見渡す

サプライチェーン
を深く見渡す

原子力発電所など
危険物施設

インフラ寸断

揺れ、液状化、津波

Ｔier1（1次請け）部品工場

最終組み立て工場

社会的災害素因

Ｔier2（2次請け）以下部品工場

津波浸水予測マップ

電力、水道、交通、通信支障マップ

地震動分布予測マップ

最終組み立て工場

被害なし

早期復旧

長期停止

図13　サプライチェーンのリスクの可視化に基づく事業継続のためのブロック定義の概念
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交通・物流ネットワーク
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施設被災による機能停止
インフラ寸断による機能停止
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の事業を継続させるための具体的な立地戦略
を立てることができる。

立地戦略の方向性は、業界や企業特性によ
りさまざまであるが、基本的には、

①ブロックごとに自立完結した機能集積を
進める方法

②ブロック間で多重化した機能分散とその
連携を高める方法

──の２通りが考えられる。

①ブロックごとに自立完結した機能集積を
進める

これは、震災によって国土の大分断が生じ
ても事業継続が図れるよう、地方ブロック単
位に自立完結した機能集積を進める考え方で
ある（図14）。

製造業Ｄ社は、中部、九州に次ぎ東北を第
３の国内生産拠点とすべく、東北に生産拠点
を持つ系列企業２社を完全子会社化する方向
で協議を開始した。これは、国内生産体制の

図15　食料品産業の生産額推移
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図14　自立完結した機能集積によるサプライチェーンのリスク軽減パターン
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三極化をさらに強固にし、地方ブロック内で
の自立性を高めていくことが、日本における
モノづくりを一層強化するとの考え方に基づ
く決断である。それと同時に、東日本大震災
の被災経験から、想定される連動型巨大地震
への備えも視野に入れた決断であると推察さ
れる。

大手飲料メーカーＥ社は、もともと消費地
に近い場所に製造工場を立地させ、鮮度を売
りとした事業戦略を展開してきた。その結
果、全国に拠点分散が図られ、今回の震災の
影響も少なかった。食料品産業全体に同様の
傾向が見られ、震災による影響が比較的軽微
であったことは統計データからも確認できる

（前ページの図15）。

②ブロック間で多重化した機能分散と連携
を高める

ブロック単位に自立完結した機能集積を進
めることは、地震災害リスクを分散させる理
想型といえるが、その場合、それに見合うだ
けの一定規模以上の生産需要が必要となる。
また、飲料メーカーＥ社のように拠点立地に

見合うだけの地方市場が形成されている必要
がある。そのため多くの企業は、海外も含む
ブロック間の多重化した機能分担・相互連携
によるリスク分散を模索している（図16）。

製造業Ｆ社は東日本大震災の教訓から、自
社の拠点工場が被災しても生産を継続できる
よう、海外企業と生産の相互補完関係に動い
ている。また、従来から関東に立地している
部品工場に加え、近畿にも同じ部品を供給で
きる工場を立地させる予定である。

製造業Ｇ社は阪神・淡路大震災などの教訓
から、拠点工場を国内外に分散させるととも
に部品在庫の見直しを進め、汎用性の高い部
品は在庫量を増やし、特注品は設計段階から
できるかぎり標準化を図り、国内の他ブロッ
クや海外の工場でも代替生産ができるように
準備を進めている。

太平洋ベルト地帯に大型の拠点工場を多数
有する製造業Ｈ社は、拠点の移転・新設など
は必要投資額が膨大になり非現実的との考え
から、工場建屋や生産設備の耐震化・浸水対
策を強化する一方、既存拠点間での相互機能
代替の可能性について本格的な検討を開始し

図16　ブロック間の多重化した機能分担・相互連携によるリスク軽減パターン
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た。
生産量が大きくない製造業Ｉ社の調達担当

の経営幹部は、日本国内での広域拠点分散や
調達先の多重化を考えるより、アジアを含め
て国内と両用可能なサプライヤーを発掘し、
育成する傾向が高まるのではないかと考えて
いる。ただし、そのためには、部品の標準化
など開発設計段階までさかのぼった対策が必
要になると指摘している。

Ⅳ	 企業に求められる
	 今後の取り組み

東日本大震災の発生により、巨大地震災害
に対する社会的な関心が高まっている。政府
は近い将来、東海地震などの連動型巨大地震
が発生する危険性が高いと予想している。こ
のようななか感度の高い企業は、リスク軽減
に向け、耐震化や移転・分散などの拠点の再
配置に着手しつつある。

しかし、東海地震などの連動型巨大地震に
対応したリスク軽減対策を実行するには膨大
にコストがかかる。グローバルな競争社会を
勝ち抜くには拠点工場を移転させたり多重化
させたりすることは容易ではない。そのた
め、トレードオフの関係にある被災時の業務
停止コストと対策コストのバランスをしっか
りと見極め、経営の視点から的確に決断する
必要がある。

自らのリスクを可視化することで事業継続
ができるブロックを見極め、生き残りのため
に何にどの程度のリソースを投じられるのか
の戦略を立案することが、これからの企業経
営者の重要な仕事となっていく。

著 者

浅野憲周（あさのかずちか）
社会システムコンサルティング部上級コンサルタント
専門は災害リスクシミュレーション、政府および企
業の防災・危機管理政策、BCP（事業継続計画）策
定など
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災害で見直されるグローバルSCMの
あり方
「機敏でしなやかな攻守共通のビジネス基盤の整備」へ

CONTENTS Ⅰ　災害で見直されるSCMの考え方
Ⅱ　機敏に移植できる生産機能の構築
Ⅲ　グローバルネットワークの連結マネジメントの確立に向けた道筋
Ⅳ　グローバルSCMの進化

1	 東日本大震災やタイの洪水は企業にBCP（事業継続計画）の必要性を強く認識
させ、BCP視点でのSCM（サプライチェーン〈供給網〉管理）が求められる
ようになった。しかしながら、多少の冗長性は認めるにしても、災害対策の視
点だけからSCMを再設計することは適切ではない。国際競争に勝ち残ること
は、災害対策よりも優先されるべきだからである。世界中の企業がSCMの高
度化に取り組んでおり、日本企業はすでに一部の先進的な海外のグローバル企
業に後れを取りつつある。むしろ、SCMの考え方を進化・発展させることで、
災害対策との両立を図るべきである。

2	 災害などの危機管理は、「グローバルネットワークを活用してしなやかに対応
する」という考え方が効果的である。具体的には、①生産機能を機敏に移植で
きる形態に再構築すること（バーチャル・デュアル・ソーシング）、②環境変
化に対し機敏に適応する（グローバルネットワークの連結マネジメント）能力
を培うこと──の２つが重要である。

3	 上述の２つは、日本企業の現在の経営戦略上の課題である「高速のグローバル
展開」や「M&A（企業合併・買収）」の際に不可欠な基盤（ビジネスインフラ）
である。この２つの経営課題に積極的に取り組むための基盤を構築していくこ
とが、実は効果的な災害・危機対策になるのである。「攻め」と「守り」に共
通する柔軟で頑強、つまり「しなやか」なビジネスインフラを整備することで
BCPの策定や災害対策を考えていくことが、戦略的に重要と考える。

特集 災害対応の新たなあり方──事業継続計画（BCP）の新しいパラダイム

要約

藤野直明 森本教稔 梅田小矢佳
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Ⅰ	 災害で見直される
	 SCMの考え方

1	 BCP視点でのSCMへの
	 関心の高まり

BCP（Business Continuity Plan：事業継
続計画）では、内閣府防災担当の「事業継続
ガイドライン第二版──わが国企業の減災と
災害対応の向上のために」によると、

①指揮命令系統の明確化
②本社等重要拠点の機能の確保
③対外的な情報発信および情報共有
④情報システムのバックアップ
⑤製品・サービスの供給
──の５つの項目が重要と指摘されてい

る。
本稿では、主に製造業における⑤の「製

品・サービスの供給」について、一時停止し
たとしても許容時間内に復旧させることを

「BCP視点としてのSCM（Supply Chain 
Management : サプライチェーン〈供給網〉
管理）」と定め、この点について話を進めたい。

東日本大震災では、「東北地方の電子部品
産業に生じた被害が産業全体へ与えた影響の
大きさ」が注目された。最も典型的だったの
は、自動車向けのマイコンである。高い市場
シェアを持つ工場が操業を停止し、ほかに代
替できなかったことで、日本のみならず米国
の自動車工場の生産まで止まった。このニュ
ースは、サプライチェーンがグローバル規模
で連結していることをあらためて認識させる
と同時に、企業に対して、災害への備えとな
るBCPの必要性を強く認識させた。

さらに、東日本大震災から半年もたたぬ間
に、多くの日本企業が集積しているタイで大

洪水が発生し、さまざまな分野の生産・供給
が再び停滞した。ただし、タイの洪水被害は
東日本大震災がもたらした影響とは質が異な
っている。震災の起きた東北地方で製造され
ていた製品・部品は、その地域のみで製造さ
れており、かつほかでは代替生産が利かない
ものが多かった。これに対しタイの場合、多
少は備える期間があったことや、日本や他地
域での代替生産が可能なものが多かったこと
から、その深刻さは比較的軽いという指摘も
ある。

しかしいずれにせよ、自然災害によってサ
プライチェーンが寸断され、BCPの視点を取
り込んだSCMへの関心が高まってきている
ことは事実である。

2	 妥当性を欠く「日本企業の
	 SCMへの批判」

東日本大震災時のSCMについて、マスメ
ディアの反応を要約すると、「日本特有の行
きすぎた高度なSCMの方式が、かえって震
災の影響を拡大させたのではないか」という
批判が多かった。しかし、この批判は必ずし
も妥当ではない。ポイントは２つある。

第１は、高度なSCMは「もはや日本特有
のものではない」ことである。

確かに1980年代には、ジャスト・イン・タ
イム（JIT）は日本特有の生産方式であり、
競争優位性があった。しかし、産学の日米対
話が行われた日本学術振興会先端技術と国際
環境第149委員会（1984〜2000年）の最終報
告会における米国側議長のハロルド・ブラウ
ン博士（Harold Brown：カリフォルニア工
科大学長の後、カーター政権の国防長官）の
総括に象徴されるように、その競争優位性は
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絶対のものではない。「米国側議長により、
『米国側は多くを学んだが、日本側は自己変
革するのに失敗したのではないか』と総括さ
れた。日本が追求した自動化の技術は、米国
企業がIT技術をうまく利用したことにより、
問題解決に重要ではなくなった。米国企業
は、カンバン・システムなどの慣行を採用
し、それにIT技術を付加したのである。こ
の意味において、米国は学び、日本は自己
変革に失敗したのである。」文献1

ジャスト・イン・タイムの考え方は、今や
米国のビジネススクールの教科書で普通に取
り扱われており、世界中の企業がこれを学習
している。

たとえば、ウォルマート・ストアーズが先
駆けとなってつくられた「CPFR（Collabo-
rative Planning, Forecasting and Repleni-
shment）」といわれる小売りとサプライヤー

（仕入れ先）との取引モデルがある。これ
は、小売りとサプライヤーとの間で、計画と
計画誤差を共有しながら、３カ月計画、２カ
月計画、１カ月計画と計画をローリング（繰
り返し）して精度を上げていく仕組みであ
り、いわゆるTPS（トヨタプロダクションシ
ステム）と酷似している。

また、ザラを展開するスペインのインディ
テックスのSCMは精度が高く、機敏で柔軟
な生産供給計画とグローバルに最適な生産供
給体制で定評があるが、インディテックスの
経営陣は、「われわれはトヨタに学んだ」と
いってはばからない注1。

つまり、ジャスト・イン・タイムやカンバ
ン方式など日本発のSCMの考え方は、日本
を超えて世界の常識であり、JIT/KANBAN
はもはや世界の共通語である。実際、APICS

（米国オペレーションマネジメント協会）の教
科書には、「JIT/KANBAN」という章がある。

このため、災害対策の観点からジャスト・
イン・タイムをあきらめ、リスク回避を目的
に過剰な在庫を保有するような生産供給体制
を組むという考え方は適当ではない。そんな
ことをしていては、災害に遭う前に厳しい国
際競争に敗れてしまう危険性が高い。

第２のポイントは、日本企業が「行きすぎ
た高度な」管理をしているわけではないこと
である。海外企業のなかには、日本企業のモ
デルを学び、日本より高度な水準で管理して
いる企業がすでにある。

たとえばサムスン電子である。同社は、グ
ローバルレベルでSCMを徹底的に追求して
いる企業である。具体的には、ウォルマー
ト・ストアーズやベストバイなどの小売業か
ら毎日伝達される店別売り上げなどのPOS

（販売時点情報管理）情報に基づき、世界中
の工場の生産計画を毎日立てる。それととも
に、工場や物流センターの配送計画も毎日修
正する。計画の固定期間は２日間である。つ
まり３日目には、入手したPOS情報が反映さ
れた修正版の計画が実行される。サムスン電
子はこのような仕組みをグローバルに構築し
ている。これは、製品ポートフォリオを絞
り、自らを「サービスカンパニー」と位置づ
けて長年SCMに取り組んできた成果である。

日本企業のなかで、サムスン電子と同水準
の高度なSCMができている企業は少ない。
一般論としては、日本企業のSCMは必ずし
も最先端を行っているわけではない。国際競
争を勝ち抜いていくためにはさらに進化させ
る必要がある。
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3	 SCMの進化の基本的な考え方と
	 災害対策

SCMの考え方をさらに発展させつつ、災
害や緊急時対応にも強い体制をつくるにはど
のようなSCMへと進化させるべきであろう
か。

そのポイントは、「局所的な対応ではな
く、グローバルネットワークを活用しながら
しなやかに対応する」という柔軟性と頑強性
を併せ持った考え方にあり、具体的には大き
く２つの仕組みの構築が重要となる。

まず、①生産技術やノウハウの形式知化・
組織知化（「見える化」）を図り、いざという
ときに地球上のどこへでも「機敏に移植でき
る仕組みを構築しておくこと」である。次に、
②各種の経営環境の変化が企業活動にどのよ
うな影響をもたらすかを的確・迅速に評価
し、最適な開発・調達・生産・物流・販売の

「グローバルネットワークを機敏に再設計し
続ける（グローバルネットワークの連結マネ
ジメント）能力を構築しておくこと」である。
ここでの「グローバルネットワークの再設
計」とは、国内外の開発・調達・生産・物流
拠点の再編や、工場・物流センター等の新
設・売却など、資産や設備投資に関する意思
決定のことである。

これらの領域は、これまでSCMの領域と
考えられていなかったが、近年、SCMを高
度化する際に取り組むべき領域として注目を
集めている。また、これら２つの機能を備え
ることは、今後、日本企業が一層積極的に取
り組むべき、M&A（企業合併・買収）やグ
ローバル化というテーマに対しても、有効な
処方せんとなるものである。いわばSCMを
進化させるべき方向であろう。

Ⅱ	 機敏に移植できる
	 生産機能の構築

1	 バーチャル・デュアル・
	 ソーシングの考え方

今回の震災からの復旧が完了したとして
も、近未来に東海、東南海、南海といった一
連の地震が発生する確率はかなり高いと指摘
されている。影響を受けることが想定される
企業は、大規模地震がほぼ確実に来ると考え
て対策を立てる必要がある。

しかしながら、そのときに備えて今から全
面的に「デュアル・ソーシング（資源調達の
２重化）」することは果たして妥当であろう
か。災害対応のデュアル・ソーシングといえ
ば、同じものを、たとえば国内と海外の２カ
所で生産できる仕組みを構築すること、もし
くは部品等の調達の仕組みを２重化しておく
ことなどが想定される。しかしながら、デュ
アル・ソーシングは、通常コスト増につなが
る。地震が来る前に、コスト増が原因となっ
て競争に敗れるわけにはいかない。

そこで「バーチャル」な形で、いざという
とき、あらかじめ定められた許容期間以内で
機能を復旧できる仕組みを準備しておくとい
う発想がある。いわゆる「バーチャル・デュ
アル・ソーシング（仮想的な資源調達の２重
化）」である。許容期間は、たとえば２カ月
程度である。２カ月というのは、設計情報の
みを移動できれば生産が可能となる代替生産
の場合は、２、３週間程度での復旧も可能で
あるが、他のインフラが不通では製造活動の
み復旧しても意味がないためである。

バーチャル・デュアル・ソーシングは、東
京大学大学院の藤本隆宏教授が提言文献２され



26 知的資産創造／2012年2月号

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

た考え方である。自然災害などが起こった場
合に備えて、開発・生産体制を「実際に構築
する」のではなく、移植可能とする各種の仕
組みを持って、いつでも迅速に対応できるよ
うに「計画しておく」ことである。

これをBCPの観点からいうと、サプライチ
ェーンの寸断を回避するために実際に大きな
費用負担を招くのではなく、寸断から復旧ま
でにかかる時間を短縮化する仕組みを、少な
い費用で前もって構築しておくことにより被
害を最小限に食い止めようという発想であ
る注2。

2	 バーチャル・デュアル・
	 ソーシングの実現方法
（1）	 開発・生産機能における暗黙知の	
	 形式知化と組織知化

バーチャル・デュアル・ソーシングを実施
するには、開発機能や生産機能を他の拠点に
迅速に移植できるようにするために、研究開
発センターや工場など現場における製品企
画・開発・設計・生産準備・設備設計、およ
び生産技術などについて暗黙知のみの運用を
なくし、できるかぎり形式知化を図っておく
ことが欠かせない。

その形式知化を個々の領域ごとにIT（情
報技術）を活用してサポートする。それとと
もに、仮想統合データ基盤の活用により、総
合的な情報共有を図ることで、暗黙知を組織
知にしておくことが効果的である。そのうえ
で、復旧の仕掛けについてもある程度シミュ
レーションしながらさまざまに準備しておく
ことが重要である。

しかしながら、日本企業の現場では、当該
領域へのIT活用の評判は必ずしもよくない。

日本企業の場合、製品企画・開発・設計・
生産準備等のいわゆる製品開発領域における
競争優位性は、各種の現場の能力に大きく依
存しているケースが多い。このため、これら
各種の能力やノウハウなどの暗黙知を、上述
のように形式知化・組織知化、IT化するこ
とは、イノベーション（革新）を抑制し競争
優位を阻害する危険性があるとみなされ、批
判される傾向がある。つまり、「形式知化・
組織知化」が、誰でもあるレベル以上のオペ
レーション（運用）ができるようにするため
の「マニュアル化」と誤解されてしまうので
ある。さらなるイノベーションを創出するた
めの組織知化が、世阿弥『風姿花伝』にある

「秘すれば花」という日本的美学との価値観
の対立を招いているというと言い過ぎであろ
うか。このために、形式知化・組織知化を図
ろうとする仕組みの構築に積極的になれない
企業が多いように見受けられる。

形式知化・組織知化が特に後れがちな領域
を２つ紹介したい。１つは、「製造情報の一
元的な管理」の領域である。製品企画・開
発・設計・生産準備・量産工程では、製品や
生産関連の多量の情報が日々更新されてい
く。しかし、多くの企業では、製品企画・開
発・設計・生産準備・量産などの工程ごとに
それぞれ情報管理を行っている。そのため、
個々の製品単位での情報共有を部門横断で行
おうとすると、それだけでも非常に大きな負
荷がかかる。また、部門内では個々に異なる
アプリケーションソフトを活用し効果的に作
業が行われていても、異なるソフトウェアで
あるために情報共有が容易でないケースも多
く、組織横断型の調整は現場に依存している
ケースが多い。
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もう１つは、いわゆる「マルチプロジェク
トのマネジメント」の領域である。生産工程
自体のムリ・ムダ・ムラの削減については非
常に進んだ企業であるにもかかわらず、製品
企画・開発や生産準備の工程においては、要
員配置やスケジュール作成・管理・調整が、
現場のいわゆる匠注3の経験に基づいてなさ
れることが多い。マルチプロジェクトのマネ
ジメントにおいては、その複雑さから、この
ような従来型の人的資源管理では適切に対応
できず、ムリ・ムダ・ムラが多くなり、大き
な改善余地のあるケースも多い。
「製造情報の一元的な管理」の領域も「マル
チプロジェクトのマネジメント」の領域も、
グローバルネットワークの活用で危機を柔軟
に受け止めるバーチャル・デュアル・ソーシ
ングを実現しようとする際、大きな足かせと
なる危険性が高い。BCPの視点からも、当該
２領域の形式知化・組織知化は推進しておく

べきと考える。そのための工夫方法を以下に
まとめる。

（2）	「製造情報の一元的管理かつ	
	 組織的な管理」の推進方法

製品情報や生産技術情報を、担当者ごとに
表計算ソフトや紙ベースで管理している企業
は多い。つまり、「図面（紙）が正であり、
データは従」という位置づけで、しかもこれ
らの情報は、個々人のパソコンのフォルダや
ファイルで管理されているケースが多い。

また、各機能組織内で統一されたデータベ
ースを用いて製品や製造情報が管理されてい
る場合でも、多くは組織内、拠点内での閉じ
た利用を想定していることから、組織間や拠
点間での情報共有は容易でない。

そのため、設計変更が生じたときは、各機
能別組織のメンバーがその都度一堂に会し、
設計変更の影響を共有する大規模な調整会議

図1　開発から生産工程までで形式知化・組織知化を推進すべき領域①　製造情報の一元的かつ組織的な管理 
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が行われることになる。
このような問題の解決に向けて、データベ

ースの上位にデータモデルを管理するメタデ
ータベース的な層を設置し、組織別に管理さ
れるデータベースの影響を受けずに、最新の
データを常に容易に抽出できる仕組みを構築
していく考え方が有効である。データモデル
を管理する層であるこの仕組みを構築してお
くことで、製造情報の組織知化を図ることが
可能となる。

また、データモデル管理層はいわば「仮想
統合データ基盤」であり、最新の情報を、各
担当者がいつでも組織横断的に必要な形式で
共有することが可能となる。これにより、た
とえば従来は毎週定例会議のある月曜日にし
か共有できなかった設計変更についての情報
共有や調整を、臨機応変に行うことが可能と
なる。この仮想統合データ基盤を活用すれ
ば、「製造情報の一元的かつ組織的な管理」
が可能となる（前ページの図１）。これらが
整ってはじめて、バーチャル・デュアル・ソ
ーシングが可能となる。

この製造情報の一元的かつ組織的な管理に
ついては、BCPの視点からだけでなく、昨今
の経営環境変化への対応という視点からもそ
の必要性が高まっている。製品ライフサイク
ルが短縮化し、新興国を含め多様な製品開発
プロジェクトを遂行していく必要が生じてい
るからである。

多様な製品を短いリードタイムで開発する
ことがますます要請されている現場では、情
報共有プロセスのさらなる短縮化が求められ
ている。いわゆるコンカレント（同時並行
的）エンジニアリングを推進しようとすれ
ば、ますます増大する設計変更の影響にどれ

だけ迅速に組織的に対応し、処理していくか
が大きな課題となってきているのである。

（3）	「製品開発から生産準備工程における	
	 プロジェクトマネジメント」の推進方法

製品企画・開発から生産準備、量産工程に
至るプロジェクトマネジメントは、製品単位
のプロジェクトとして組織され、通常は新製
品を市場に投入することを目指してスケジュ
ールおよび人的資源管理が行われている。

各プロジェクトのリーダーは、プロジェク
ト単位、つまり製品単位で最適になるよう
に、設計にかかわる各機能別組織（メカニク
ス、メカトロニクス、素材、ソフトウェア
他）の担当者を割り当ててプロジェクトを遂
行していく。

一方、機能別組織の組織長は、自らの配下
にある人的資源の、その時点での業務負荷を
考慮しつつ業務を割り当てる。しかし、組織
長は、各プロジェクトの作業がそのプロジェ
クトの後工程にどのくらい影響を与えるのか
を必ずしも把握していない。つまり、プロジ
ェクト全体が滞りなくうまく回せるかを組織
長は判断できないまま、プロジェクトごとの
工数と作業内容をもとに人的資源を配分せざ
るをえない。

図２を例に取ると、機械系設計の組織長
が、プロジェクトの作業内容や工数をもとに
社員Ａをプロジェクト①と②に配置する。し
かし、何らかの原因でプロジェクト①と②の
両方の業務が同時期に重なり、社員Ａのスキ
ル（技能）では業務を予定どおりさばけなく
なることが起こったとしよう。もし、次工程
の制御系設計におけるプロジェクト①の担当
者が別件で忙しく、機械系設計からプロジェ
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クト①の作業が流れてきてもすぐに対応でき
ないことがあらかじめわかっていれば、機械
系設計の組織長は社員Ａにプロジェクト②の
作業を優先するよう指示できる。しかし、機
械系設計の組織長は社員Ａの作業計画や異な
る機能別組織の稼働状況を知らないため、要
員調整はできない。

このため、組織長がさばけない業務負荷や
スケジュール遅延についての調整作業は、プ
ロジェクトリーダー間か、組織的に階層構造
を持たせたマルチプロジェクトのマネジメン
ト組織、もしくはプロジェクトを統合的に管
理する組織のいずれかが、全体最適の視点か
ら行うことが必要となる。

いずれにせよ、製品開発で最も重要な人的
資源管理を全体最適の視点で行うには、きめ
細かな作業単位で各機能別組織の担当者の負
荷を調整しつつ、複数プロジェクト全体の調
整が必要となる。こうした調整業務も、これ
まではどちらかというと「現場の匠の技」で
行われてきた経緯があるが、これでは開発機
能を海外に迅速に移植することは容易ではな

い。
マルチプロジェクトのマネジメントとは、

複数の同時並行プロジェクトにおけるすべて
の開発案件の作業項目（作業内容、いわゆる
タスク）や要員稼働状況を常に一元管理し、
複数の案件の状況を全体的に俯瞰して、スケ
ジュール調整、要員調整、要員のスキルに適
合した作業内容の割り当て計画を立案するこ
とである。また、次のプロジェクト計画時の
計画品質の向上を目的としたプロジェクト事
後評価までを円滑に行うことも、マルチプロ
ジェクトのマネジメントの対象範囲である注4。

災害対策としてバーチャル・デュアル・ソ
ーシングを実現するには、製品企画・開発か
ら生産準備までの工程も、短期かつ質を低下
させずに移植できるものにしていくことが必
要である。そのためには、マルチプロジェク
トのマネジメントを司る「現場の匠の技」
を、ITを活用したマルチプロジェクトのマ
ネジメント機能により形式知化・組織知化し
ていくことが必要と考えられる。

多くの企業が、新興国向けの製品を中心

図2　開発から生産工程までで形式知化・組織知化を推進すべき領域②　マルチプロジェクトのマネジメント
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に、現地で製品企画・開発から生産準備まで
の工程を行うことを本格的に検討しているこ
とから、マルチプロジェクトのマネジメント
機能の整備は、もちろん災害対策だけのもの
でないことはいうまでもない。

Ⅲ	グローバルネットワークの
	 連結マネジメントの確立に
	 向けた道筋

1	 環境変化に機敏に適応する
	 有力な方策

地震や洪水などの自然災害だけでなく、リ
ーマン・ショックやユーロ危機、為替の乱高
下、TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）を
はじめとした各種自由貿易協定がもたらす環
境変化など、「100年に１度の危機」が今や日
常茶飯事となっている。

2008年秋のリーマン・ショック発生後、自
社のビジネスに対する影響の詳細を１カ月程
度で把握できたという企業は早いほうで、む
しろ２、３カ月を要した企業のほうが普通だ
ったと考えられる。ところがよく観察する
と、欧米の一流企業のなかには、リーマン・
ショックの２カ月後には生産拠点の売却の意
思決定をするなど、機敏に適応した企業が多
かったのである。

これらの企業では、いわば「グローバルネ
ットワークの連結マネジメント」が確立され
ていたと考えられる。「連結マネジメント」
といっても、連結会計、財務会計だけの話で
はない。財務会計は、金銭的価値のみを扱
い、かつ事後的なものにならざるをえない。
もともと財務会計的な視点だけでは、環境変
化に対する設備投資（売却を含む）計画を機

敏に立て、グローバルオペレーションの設
計・意思決定をするには隔靴掻痒であること
が多い。なぜなら財務会計は、それぞれの拠
点別の、ある時間断面での事後的な金額数字
にすぎず、複雑に発達したグローバルオペレ
ーションの連携・ネットワークや、将来の事
業計画における事業構造の時系列変化の見通
しを反映しにくいからである。

グローバルネットワークの連結マネジメン
トでは、まず①企業活動をサプライチェーン
のネットワークとして捉え、販売に加えて中
核部品の調達までを、世界に広がる空間構造
と時系列構造を含めて設計する。続いて、②
扱うデータは、売り上げやコストなどの金額
だけでなく、販売数量や生産数量などを含め
ることにより、生産供給面でのさまざまな課
題検討に役立てる。そして③事後的ではな
く、月次単位の予算や計画を、向こう18〜24
カ月の範囲で検討し、④月次サイクルで経営
環境変化要因を取り込み、予算や計画の見直
し・ローリングを機敏に行う。また⑤新製品
の開発や市場への投入を、いつどこで行うの
かなどの販売戦略計画、製品開発計画、生
産・供給計画との連結を図り、機能部門を横
断した「戦略的な意思決定の領域」で常に整
合性を確保する。

在庫投資の最適化を主目的とする通常の単
純なSCMとは異なり、グローバルネットワ
ークの連結マネジメントの主目的は、「設備
投資（売却を含む）の最適な意思決定」であ
る。

そのため、企画・製品開発部門、マーケテ
ィング部門、財務部門、生産部門、販売部門
など、各々の部門が立てる戦略・計画につい
て、組織横断的に整合性を取る必要がある。
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長期スパンで戦略を立案する企画・製品開発
部門やマーケティング部門、短期スパンで戦
略を検討する販売部門など、全部門の代表が
そろって検討すべき時間の範囲として、向こ
う18〜24カ月という範囲を設定している。

簡単にいうと、製品開発・市場への新製品
投入・コア部品調達・生産設備投資、生産準
備、生産、販売、販売促進までを包含したグ
ローバルネットワークの連結計画を向こう18
〜24カ月にわたって立案し、それを毎月見直
し、数カ月先以降の計画修正の要否について
集中的に議論するなかで設備投資の意思決定
を最適化していくというものである。年度予
算として１年に１回の意思決定とするのでは
なく、月次サイクルでローリングしていくの
は、この速度で対応しなければ、国際競争や
環境変化への適応は難しいからである。災害
対策についても同様のインフラが有効なので
ある。

このように、グローバルな経営環境変化に
機敏に対応しつつ、オペレーションネットワ
ークを再設計することで、変化やショックに
適応する能力を獲得していくことこそが、

BCPを含むリスクマネジメントとして重要な
時代となっている。

2	 グローバルネットワークの連結
	 マネジメントが求められる背景

従来、日本企業が海外展開する際には、北
米なら北米、欧州なら欧州と、部品の調達か
ら生産・販売までのプロセスが、それぞれの
地域内である程度完結していた。このため、
各拠点の地域本社にサプライチェーンのネッ
トワークの再設計に伴う設備投資の意思決定
を任せられる環境にあった。

しかしながら、地域完結のマネジメントで
は製品ポートフォリオを絞らざるをえない。
多様な製品を地域内ですべて生産すると、さ
すがに生産設備の稼働率が下がらざるをえな
いという背景がある。

新興国市場の拡大もあって、グローバルな
最適化の視点からサプライチェーンのネット
ワーク全体を再設計することが有効である企
業が多くなってきている。このとき、製品開
発、生産と販売は地域内で完結せず、広範囲
かつ複雑なネットワークで緊密に連携させる

図3　多層型供給ネットワークのイメージ

時間軸

C地域A地域
素材・部品調達

中核部品製造

製品組み立て

製品販売

F地域

B地域

D地域 E地域
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ことが必要である（前ページの図３）。
グローバルネットワークの設計とは、たと

えば「Ｄ地域で競争相手を意識すると、どの
ようなチャネルで、いつから新製品を市場投
入すべきか、価格はいくらにするのか、どれ
だけ売るのか」といった販売戦略を立案し、
かつ、当該販売戦略を実現可能な実行計画と
してサプライチェーン全体を設計していくこ
とである。実行計画は、「どこの工場で何パ
ーセント生産すべきなのか」「生産するとい
っても中核部品はどこから調達し、最終組み
立てはどこでするのか、さらにその組み立て
は、ノックダウン方式か現地調達なのか」と
いったことに加え、常に対応は十分間に合う
のかどうかという時間要素、収益に与えるイ
ンパクトという金額要素まで含めた設計が求
められる。

実行計画は、グローバルネットワークを設
計しつつ、機敏に検討や調整をし、数カ月後
に稼働する生産供給資源（工場等）の設備投
資をどこで行うのが最適なのかということを
考慮しつつ立案する。この実行計画を活用す
ることで、各種の拠点設置にかかわる投資、
工場投資、ラインの設備投資など比較的大規
模な投資に関する意思決定を大きく誤らない
ことがきわめて重要である。

広範囲かつ複雑な形で展開されるグローバ
ルネットワークの設計に当たり、すべての製
品群の素材・部品調達から中核部品製造、製
品組み立て、製品販売までの流れを階層型に
捉え、収益性、コスト構造を把握する。この
ように捉えたグローバルネットワークを「多
層型供給ネットワーク」と定義とする。

その際、生産拠点（サプライヤー、コア部
品製造、製品組み立て）には供給能力や地理

的条件などの制約があることを考慮しなけれ
ばならない。加えて、現時点で最適なネット
ワークを組むのではなく、将来的な需要変動
や為替変動、人件費の上昇等を考慮すること

（たとえば為替なら１ドル=75〜80円、70〜
75円、65〜70円など）、さらには各種条件に
応じたシミュレーションをする必要がある。
もちろん、設備投資はいったん投資すると簡
単に売却できない不可逆型の投資であること
も重要な制約であり、検討はかなり複雑な内
容とならざるをえない。

3	 グローバルネットワークの連結
	 マネジメント実現のために
（1）	「グローバル本社機能」の必要性

前節で述べたグローバルネットワークの設
計は、理論上各地域本社に任せられない。各
拠点では、全体の姿や世界中に広がったすべ
ての設備の個々の能力などの制約が見えてい
ないため、全体最適な意思決定を機敏に行う
ことは難しいからである。グローバルネット
ワーク全体を評価し、設備投資の意思決定を
行ういわば「グローバル本社機能」がグロー
バルネットワークの設計やマネジメントを担
うことが効果的である注5。

（2）	 組織横断型統合計画の必要性

各種の経営環境変化に対してグローバル本
社が企業活動への影響を機敏に評価し、最適
なグローバルネットワークを再設計し続ける
ことは、具体的には向こう18〜24カ月スパン
での「組織横断型統合計画」の立案・月次ロ
ーリングを実行することを意味する。これ
は、前述の実行計画に相当するものである。

従来、日本企業のSCMは、主に生産・販
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グローバル規模で複雑化することにより、為
替変動や人件費上昇など、取り扱う問題は一
層複雑になる。したがって、各拠点ごとに表
計算ソフトを用いて作成された計画を集約す
る方法では、需給計画と経営計画とのギャッ
プ調整において、複雑さやスケール、処理ス
ピード、業務負荷の観点から、もはや機敏な
マネジメントは不可能である。

このため、全拠点の需給計画と経営計画を
統合しつつ、各機能別組織の戦略間の整合性
を確保する組織横断型統合計画が必要なので
ある（表１）。

この組織横断型統合計画は、グローバルネ
ットワーク全拠点の現場の計画や実績を経営
層が把握し、判断するために、現場のつくる
需給調整の詳細な計画よりも情報の粒度を粗
くして立案する。また、この計画では金額と
数量を一本化する。

組織横断型統合計画は、向こう18〜24カ月
という中期スパンを対象としている（次ペー
ジの表２）。前述したとおり、これは、比較

売と在庫の需給調整を対象としてきた。多く
の日本企業では、向こう３カ月程度の需給調
整を現場で非常に緻密に行っており、一方
で、経営計画は３〜５年の目標を掲げている
ケースが多い。

需給計画と経営計画をつなぐ、いわゆる
「事業計画」は存在しているものの、これは
長期の経営計画を各機能単位で単純にブレイ
クダウンしただけか、短期の個別（生産・物
流）計画を延長したものであるケースが多い
ように見受けられる。

日本企業はこれまで、需給計画と経営計画
を調整するために、年に１回の予算策定、お
よび４半期ごとの微調整というサイクルで、
事業計画の意思決定を行ってきた。しかし、
このようなスピードでは経営層が経営環境変
化に機敏に対応できないばかりか、財務戦略
やマーケティング戦略、製品開発戦略といっ
た各機能別組織の戦略間の整合性を随時確保
することも難しい。

また、サプライチェーンのネットワークが

表1　SCM（サプライチェーン〈供給網〉マネジメント）に関する各種計画の特徴と位置づけ

責任主体 対象の計画 目的 マネジメント
サイクル

管理項目
金額 数量

■  経営層
■  各事業部長

■  戦略策定
　●　販売
　●　生産
　●　事業予算

月次～半期 ●　予算

■  販売統括
■  生産統括

■  金額と数量の管理の1本化
■  生産計画、物流計画、販売計画
の短サイクル化とその同期化

■  コストの可視化（設備稼働率、
原材料価格変動に応じた）

月次 ●　販売価格
●　コスト
●　利益

■  需要予測に基づく数量ベースの
需要計画、供給計画

週次

■  生産計画担当
■  物流担当
■  調達担当

■  個別拠点内の最適化
　●　生産指示
　●　物流指示
　●　調達指示

日次～週次 ●　生産能力
●　処理能力

注）S&OP：Sales and Operations Planning、SCP：Supply Chain Planning

全
社

事
業
部
別

地
域
拠
点
別

工
場
別

ここで金額と数量の
整合性を確保する

経営計画（中期計画）

組織横断型統合計画
（S&OP：販売・生産・調達）

個別（生産・物流）計画
（スケジューリング）

需給計画（SCP）
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的長期スパンで戦略を立てる製品企画・開
発・マーケティング部門、および短期スパン
で戦略を立てる販売部門、ほかにも財務部門
や生産部門など各機能組織の戦略・計画間の
ギャップを埋めるために、全部門の代表者で
共通に検討すべき期間を想定している。

また、設備投資の詳細決定と実行に必要な
数カ月先に重点を置いて毎月見直す。ポイン
トは、組織横断型統合計画を月次でローリン
グすることである（図４）。計画を毎月見直

すことで、部門間の戦略の整合性を維持しつ
つ、各種の拠点設置にかかわる投資、工場投
資、ラインの設備投資などの意思決定を大き
く誤らないようにする。

Ⅳ	グローバルSCMの進化

バーチャル・デュアル・ソーシングとグロ
ーバルネットワークの連結マネジメントとい
う２つの機能は、そもそも海外進出やM&A
の際、あるいは事業オペレーションをグロー
バルに展開する際にきわめて重要なビジネス
基盤である。実際、先進的な欧米・アジア企
業は、海外進出やM&Aを見すえ、生産現場
の設計や生産プロセスをいつでも他地域に移
植できるような形にしてグローバル展開を迅
速に進めてきた。

海外展開やM&Aにもスピードが求められ
ているが、これら２つの機能の強化を通じ
て、柔軟で頑強、つまり「しなやか」な
SCMの仕組みをグローバルな視点で構築し
ていくことは、災害などの危機に対しても有

表2　「グローバルネットワークの連結マネジメント」を実現するため
　　  の「組織横断型統合計画」の考え方

特性 一般的な事業計画の例 組織横断型統合計画の
ポイント

対象期間 3～ 12カ月以下 18～ 24カ月のローリング 

タイミング 週次・四半期 月次

重点を置く期間 2、3カ月先 数カ月

データや情報の精度 部品レベル セグメント（製品、市場） 

関係者 部課長 経営層

成果 生産量の調整 各機能組織（財務、マーケ
ティング、販売、生産）間
の計画の整合性確保 

意思決定 戦術 戦略

出所）Oliver Wight Americasの資料より作成 

図4　組織横断型統合計画の月次ローリング（繰り返し）による機敏な意思決定

N-1期 N期 N＋1期 N＋2期 N＋3期

組織横断型統合計画

ローリング計画－1

－2

－3

－4

毎月の「計画レビュー」
組織横断型統合計画を月次でロー
リングし、投資などに関する機敏
な意思決定を可能にする

設備投資決定 設備稼働

組織横断型統合計画

★

★

★

★
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効である。
たとえば2011年のタイの大洪水を例に取る

と、工場の浸水の可能性があることが判明し
た時点で、影響を受けるサプライチェーンを
特定し、代替生産が可能な工場があるのか、
移植にはどこが適しているのか、タイにこの
ままとどまり続けるのは妥当な選択なのか、
といった意思決定を機敏にできたであろう。

効率化投資とリスクヘッジとのトレードオ
フに悩むより、むしろM&Aやグローバル化
といった積極的な経営の展開に向けた仕組み
を構築し、それを災害時などリスク発生時に
も対応できる「攻守」共通のビジネス基盤と
して整備するという方向で考えていくことが
適切である。

参 考 文 献

1 児玉文雄編著『技術潮流の変化を読む』日経BP
社、2008年
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センター、2011年

注

1 2008年11月に実施したインディテックスの経営
陣への直接のインタビューによる

2 アジア16カ国（ASEAN〈東南アジア諸国連合〉
10カ国・日本・中国・韓国・インド・オースト
ラリア・ニュージーランド）が参加する東アジ
ア・ASEAN経済研究センター（ERIA）の第４
回ERIA理事会宣言（2011年６月３日）におい
て、東京や関西地域に経済活動が集中している
ことを日本経済の脆弱性として捉え、フェイル
セーフ機能を装備する必要性が指摘されてい
る。また、災害に強い都市計画の支援や経済変

 動に対する早期警戒システムの構築の支援な
ど、バーチャル・デュアル・ソーシングの考え
方に関連した基盤の整備などの重要性が指摘さ
れている

3 ここでいう匠とは、ドイツ語の「マイスター」
に相当するような１ミクロンの誤差もないなど
のモノづくりの高い技術力を持つ「職人」の意
ではない。オーケストラの指揮者のように、大
勢でモノをつくるときに、「人やプロジェクト、
工場などその人が権限を持つ範囲全体がうまく
回るように動かせる人」を指す

4 いわゆる「プログラムマネジメント」である
5 トヨタ自動車は、生産と部品調達の迅速な現地

化を進めるため、組織横断的な部署「BR（ビジ
ネスリフォーム）現地生産・現地調達推進室」
を全社直轄組織として設置した（『日本経済新
聞』2011年12月21日付）。これは、グローバルで
サプライチェーンのネットワーク設計を行う仕
組みの萌芽事例と考えられる
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不確実性時代における
危機管理システムの展望
不測の事態に備えた社会的なレジリエンス（危機耐性）強化の必要性

CONTENTS Ⅰ　不測の事態に備えて何をなすべきか
Ⅱ　事業継続管理と危機管理の関係性
Ⅲ　米国社会における危機管理システムの動向
Ⅳ　組織における危機管理システムの実像
Ⅴ　社会的なレジリエンス強化に向けた方向性

1	 震災の経験を踏まえて事業継続計画などの見直しや策定が進んでいるが、想定
外と呼ばれる不測の事態が頻発する現在、より高いレベルの組織的な「レジリ
エンス（Resilience：危機耐性、危機への適応力、回復力）」が求められている。

2	 米国や英国では、社会的なレジリエンスの強化・誘導のため、官民を巻き込ん
で制度・組織の見直し、フレームワークの開発と定着が活発化している。

3	 米国では同時多発テロ以後、国土安全保障省が中心となってPS-Prep（緊急事
態準備に関する適合性評価制度）を構築し、社会的な重要インフラやリソース
の保護と事業継続管理スキームの定着を促進している。また、危機への対応フ
レームワークを時代や社会的な要請に合わせつつ、省庁や行政の縦割りを超え
て、指揮命令系統、関係者の役割など緊急時に必要な基本原則を社会として共
有している。

4	 日本でも、震災経験を踏まえて、事業継続管理スキームの定着にとどまらず、
より実践的で包括的な危機管理フレームワークの強化を図る必要がある。

5	 今後は、あらゆる組織に、危機の予兆を発見しそれに備え、有事には迅速に対
応し、ダメージを抑えて平時への復旧を図るプロセスの経験値を蓄積する危機
管理システムが必要である。

6	 震災・節電対応で得た貴重な経験を活かし、官民連携を前提に、包括的な危機
管理フレームワークを、既存の防火・防災に関する諸制度を基礎に、実装して
いくよう社会全体で行動することが求められる。

特集 災害対応の新たなあり方──事業継続計画（BCP）の新しいパラダイム

要約

髙森  要
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Ⅰ 不測の事態に備えて
 何をなすべきか

東日本大震災以降、「事業継続管理」とい
う言葉が、新聞・テレビの報道番組その他で
日常的な話題として扱われるようになった。
事業継続管理とは、事前に特定できた脅威に
対して、事業を中断させず速やかに復旧する
ことを目標とした包括的なマネジメントシス
テムであり、この十数年で発展してきた新し
い考え方である。

そのため、事業継続管理が意図する目的や
考え方、あるいはそれに基づき策定した計画
や対策が、実際には企業に定着していないの
ではないかという指摘が少なくない。野村総
合研究所（NRI）が震災後の2011年６月に実
施した、被災企業を対象とする整備ずみ事業
継続計画への評価に関するアンケート（「東
日本大震災の影響とBCP〈事業継続計画〉に
関するアンケート調査」）では、「ほとんど機
能しなかった」「概ね機能したが、一部問題
があった」とする企業の割合が９割超もあっ
た（図１）。このような指摘や調査結果を踏
まえると、企業は事業継続管理について再考
すべき時期にきているのではないだろうか。

一方、東日本大震災をはじめ世界中で起こ
る不測の事態の連続的な発生は、事業継続管
理を促進する関係者にも大きな影響を与えて
いる。たとえば英国内閣府とBSI（英国規格
協会）は、予期せぬ緊急事態に企業が対処す
るための新たな危機管理（クライシスマネジ
メント）仕様PAS200を2011年10月に発行し
た。BSIは、事業継続管理の分野で最もよく
知られたBS25999という国際的な規格を発行
している団体でもある。

PAS200では事業継続管理と危機管理の相
違点が示されており、複雑で構造化されてい
ない危機では、事業継続管理で想定した事前
の対策が機能しない可能性があることが指摘
されている。

不測の事態に対する危機管理の重要性は、
英国だけでなく、同時多発テロやハリケーン
を経験した米国でも、再認識されるようにな
った。日本も東日本大震災の経験を踏まえ
て、危機あるいは危機管理を捉え直すべきで
あり、不測の事態に備えて危機への耐性や適
応力、回復力、すなわち「レジリエンス

（Resilience）」の強化が求められていると認
識すべきである。

Ⅱ 事業継続管理と危機管理の
 関係性

1	 歴史的な関係性
危機管理システムの方向性を展望するうえ

では、事業継続管理と危機管理との関係性の
理解を避けて通ることはできない。

事業継続管理も危機管理も、国家、企業・
組織、個人などに深刻な影響を与える不確実
性を有する事態を対象とし、両者ともテロ、
脅迫、産業災害、自然災害、労働争議、戦

図1　被災企業を対象とする整備ずみ事業継続計画への評価

出所）野村総合研究所「東日本大震災の影響とBCP（事業継続計画）に関するアンケー
ト調査」2011年6月

%0 20 40 60 80 100

十分機能した

N＝175

概ね機能したが、
一部問題があった

ほとんど機能
しなかった

78 157



38 知的資産創造／2012年2月号

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

争、暴動、欠陥製品、感染症、犯罪など幅広
い事象を含む。事業継続管理も危機管理もそ
の脅威やダメージをコントロールする手法の
一つとして発展してきた。したがって、それ
ぞれ独自に生まれたというより、社会経済環
境の変化のなかで、相互にからみ合いながら
発展してきたと捉えるべきである。

歴史的には、まず危機管理が、第二次世界
大戦以降のキューバ危機などの冷戦構造のな
かで生まれ、その後、1960年代、70年代の大
規模な自然災害や産業災害、社会騒乱の発生
とそれらへの対処を通じて概念が固まった。
災害復旧（ディザスターリカバリー）という
考え方が現れたのもこの時期である。その
後、企業のなかでも、石油危機や地域紛争な
どの不測の事態に備えて緊急時対応計画（コ
ンティンジェンシー・プラン）などを整備す
る動きが増加した。

1990年代以降は、情報技術の急激な進展と
普及に対応して情報システムや業務プロセス
の継続性が重視されるようになり、事業継続
管理という考え方が生まれた。そして阪神・
淡路大震災（1995年）、コンピュータの西暦
2000年問題（1998年）、同時多発テロ（2001
年）などを経て、現在の姿に近い形になった
といわれる。

こうした歴史的な流れを見ると、事業継続
管理は危機管理を土台に発展してきたともい
えるが、企業など多くの組織体の危機管理
は、事業継続管理の一部として存在している
と理解するほうが正しい認識かもしれない。

どちらが上位概念かという議論はいったん
横に置き、マネジメントや統制という視点か
ら危機管理と事業継続管理の適用範囲を理解
すれば、両者の概念的な差異を捉えやすいと
考える。

2	 適用範囲
事業継続管理とは一般的に、「事業の中断

を発生させると想定されるさまざまな事態に
備えるという平時のマネジメントシステム」
である。一方、危機管理は、「統制の範囲を
超えた不測の事態に対処するマネジメントシ
ステム」である。その意味では危機管理の適
用範囲は、事業継続管理の適用範囲≒統制可
能な事象の「補集合」と捉えるべきである。
そのため、事業継続管理による統制範囲が広
ければ、危機管理の守備範囲は小さくなり、
その逆となれば大きくなるというトレードオ
フの関係が成立する（図２）。

こうした関係性を理解するには、不測・不
確実性という言葉を、ここであらためて正し
く認識しておく必要がある。不測・不確実性
とは、起こることが全く想定できないという
意味ではなく、データ不足により発生の確率
分布が想定できないという意味に近い。想定
可能な事象は、発生確率をもとに影響の数値
化が可能であり、損失の期待値を最小化する
手段を事前に検討することができる。危機管
理の対象は、不確実性を有する不測の事態と
いうことになる。

図2　事業継続管理と危機管理の適用範囲
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危機管理は、想定（統制）可能な事態から
もれ落ちた不測の事態の予兆を捉え、最悪の
シナリオに備えた準備をして迅速に対応し、
ダメージを低減させることが目的となる。

3	 危機管理システムの
	 フレームワーク

上述の危機管理の適用範囲を理解すれば、
統制の網をすり抜けた不測の事態をいかに発
見し、事前準備を活用してその影響拡大を抑
え、最終的には平時レベルに戻すかが危機管
理システムの眼目となる。このシステムには
さまざまな先行研究がある。PAS200のなか
でも紹介されており、模式化すると図３の
ようになる。

大きくは事前活動と事後活動の２つに分か
れ、事前活動としては、予兆を捉える諜報・
情報活動（予知、モニタリング〈監視〉、情
報収集等）と、不測の事態に備えた準備・予
防活動（防災力、防衛力の拡充、警報等）が
ある。事後活動は、初動対応、継続対応とし
てダメージの封じ込めと拡大防止を行う活
動、そして平時への復旧に向けた諸活動の２
つに分かれる。

事後活動では、対応の諸活動とともに、ス
テークホルダー（利害関係者）とのコミュニ
ケーション活動も重視される。そして、この
危機対応の経験を教訓として諸プロセスにフ
ィードバックすることが求められる。

この危機管理のフレームワークの成熟度合
いは、前述したように、一般的に「レジリエ
ンス」と呼ばれる。企業に適用する場合には
ビジネスレジリエンスと称され、事業継続管
理というよりは、危機管理（能力・システ
ム）という意味合いで使われている。

Ⅲ 米国社会における危機管理
 システムの動向

1	 米国における社会的な
	 レジリエンス強化の動き

前章で述べた英国だけでなく、同時多発テ
ロを経験した米国でも、危機管理の仕組みを
国家レベルで見直し、社会的なレジリエンス
を強化する動きが活発になっている。

その一つとして、DHS（国土安全保障省）
が2009年から「緊急事態準備に関する適合性
評価制度（Voluntary Private Sector Accre-

図3　危機管理システムのフレームワーク 

出所）大泉光一「危機管理学研究序説」文眞堂（2001年）、英国規格協会（BSI）「PAS200」（2011年10月）などより作成
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ditation and Certification Preparedness 
Program、以下、PS-Prep）」を発行し、試
行を開始している。このPS-Prepは、官民問
わず、組織レジリエンス（事業継続力、危機
管理力）にどのような基準を選ぶべきかを示
した第三者による認証を課す制度で、企業な
どの組織が、どのような視点や枠組みでレジ
リエンスを強化すべきかという方向性を統一
しようとするものである。

現在PS-Prepには、事業継続力、危機管理
力を示す以下の３つの規格が基準として採用
されている。

● ANSI/ASIS SPC.1（ASIS〈American 
Society for Industrial Security〉： 米 国
産業セキュリティ協会）

● ANSI/NFPA 1600（National Fire 
Protection Association：米国防火協会）

● BS25999（BSI）
ANSI/ASIS SPC.1やANSI/NFPA 1600は

「達成要件型基準」と呼ばれ、具体的に何を
するのかがわかりやすい形になっている。一
方、BS25999は「成果要件型基準」と呼ば
れ、達成要件を含みつつ、組織マネジメント
のなかでその実効性を証明する形になってお
り、比較的難易度の高い基準である。

前述のように、現時点でPS-Prepは試行段
階にあり、参加する企業や組織に対して強制
力や具体的な支援プログラムは有していな
い。また、認知度や普及状況についてもこれ
からという段階にあり、企業や社会組織への
ANSI/ASIS SPC.1などの導入促進剤的な印
象が強い。しかし、PS-Prepで留意すべき
は、18の社会的な重要インフラとリソース

（CIKR：Critical Infrastructure and Key 
Resources）を国家レベルで定義し、サプラ

イチェーン（Supply Chain：供給網）を社
会的に守ることを明確に提示している点にあ
る。社会的に強制力を持つ法や制度にPS-
Prepが仮に引用されれば、企業も対応せざ
るをえなくなるであろう。

また、米国における社会的なレジリエンス
は、官の分野（政府・行政・地方行政）の制
度・組織改革という形で急速に強化されつつ
ある。

その一つが、FEMA（連邦緊急事態管理
庁）をDHSに統合するなどの、緊急事態を
想定した制度・組織の再編・統合の動きであ
る。この契機となったのは同時多発テロであ
った。テロ対策には、自然災害、犯罪対応な
どを含む包括的な対策が必要となる。それ以
前は、こうした対策や機能はさまざまな省庁
に分散していたため、緊急時に機能しなかっ
た。その反省もあって関係省庁・諸機関を統
合し、DHS、NCTC（国家テロ対策センタ
ー）などが設立されるに至った。

こうした組織の再編・統合に併せて、危機
対応に関係する連邦・州・地方レベルの連携
を円滑化する包括的な危機管理フレームワー
クであるICS（Incident Command System：
事案指揮システム）自体が再編されているこ
とも重要な動きである。ICSは物理的なEOC

（緊急時オペレーションセンター）と混同さ
れることが多いが、実態は緊急時の指揮命令
系統とスタッフの行動基準を定めた危機管理
フレームワークで、適用する組織のレベルに
展開されている規格（組織・計画・ルール）
である。その意味では物理的なEOCは一つ
の要件でしかない。このフレームワークが全
国的に共通化されることで、事案に対する指
揮命令系統の確立や、指揮権の委譲・吸収・



41不確実性時代における危機管理システムの展望

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

移転などの基本ルールが徹底されることにな
る。また、全国レベルで共通の教育プログラ
ムなども用意されており、組織を改編するだ
けでなく、実務ルールを多層にわたり浸透さ
せることでその実効性を高めている。

2	 米国企業の取り組み事例
こうした国家レベルの社会的なレジリエン

ス強化の流れに対応して、企業の取り組みは
２つの方向へ収斂されつつある。１つは、日
常的な統制レベル強化の一環としての事業継
続管理の徹底、２つ目は危機管理システムの
強化である。

（1） 複数のグローバル事業を抱えるA社の 
 事業継続管理の統制活動

Ａ社は米国に本社を置き、ゴム原料の精製
やゴム製品の製造を目的として、25カ国に60
以上のプラントを擁する従業員数万人の大企
業である。Ａ社は2007年、全社レベルで事業
継続方針・戦略を策定し、そのなかで、自社
グループが対象とすべき脅威、インシンデン
ト（障害などの事案）管理、クリティカルプ
ロセス（会社として守るべきリソースや業務
プロセス）、予防対策、危機管理を含む復旧
戦略など、組織に共通なプロトコル（用語、

概念、基準、仕組み等）を提示している。
BS25999のような国際的な基準を採用せず

独自の基準を構築している背景には、事業が
国境を越えて多角化しているために、企業内
において事業部門への権限委譲が進み、１つ
のものさしで中央集権的に管理することが難
しいと判断されていることがある。その結
果、全社レベルとしては独自のプロトコルを
提示するにとどめ、権限を委譲した国別・事
業部門では、このプロトコルに沿って事業継
続計画や緊急時対応計画が策定され、実装す
るという形式を取っている。

想定すべき脅威については、前述の会社レ
ベルの事業継続方針・戦略のなかで150を超
える脅威が提示され、それらは毎年更新され
ることになっている。全事業部門共通で対処
すべき重大脅威には、製品瑕疵、生産の中
断、エネルギー制約、新型インフルエンザな
どが挙げられ、これらの脅威については、全
事業部門が、国（地域）や事業の特性を考慮
しつつ、個別に事業継続計画を策定すること
になっている。

全社の事業継続・脅威管理チームは、各事
業部門のこうした事業継続計画の状況をなる
べく簡素な形式でモニタリングすることを役
割とする。具体的には10のチェック項目を定

表1　A社における事業部門の事業継続管理のモニタリング評価結果イメージ
1：未着手　2：50％程度の完成度　3：75％程度の完成度　4：100％完成（計画未更新）　5：100％完成（計画更新）

A国 事業A 事業B 事業C 事業D 事業E …

1. 事業部門としての事業継続管理体制 4 2 3 5 3

2. 事業部門としてのリスク評価と統制状況 4 1 3 5 4

3. 重大脅威に対する事業影響分析 3 1 2 5 4

4. 事業部門としての事業継続戦略 3 2 3 5 4

5. 緊急時対応計画・体制 5 3 3 4 4

6. 事業部門の事業継続計画の整備状況 3 2 3 4 3

7. トレーニング・訓練・演習状況 4 1 3 5 3

8. （計画・体制の）維持更新状況 4 1 3 5 3

9. クライシスコミュニケーション体制 4 2 2 4 2

10. 行政との連携（現地法制度との整合性含む） 5 2 2 4 2
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期的にモニタリングし、国単位の事業別の対
応状況を５段階で評価している（前ページの
表１）。

評価項目は質問形式で提示され、その質問
に事業部門の管理担当者が回答する形であ
る。事前に事業継続管理の責任は事業部門へ
の委譲を明確にしているため、このモニタリ
ング活動はできるかぎり簡素に把握すること
が最優先されている。

こうした活動の特徴から、このモニタリン
グはコーポレートガバナンス（企業統治）に
かかわる内部統制や内部監査活動、あるいは
CSR（企業の社会的責任）活動と重なる部分
が多く、そうした部門の活動と重複しないよ
う、場合によっては共同で行うことなどに配
慮している。このモニタリングへの回答は基
本的に事業部門の自己評価である。

全社の事業継続・脅威管理チームは、評価
が低い国や地域、あるいは事業に絞ってその
原因を探り、必要に応じて改善施策を求める
ことになる。

なお、重大な緊急事態発生時には、こうし
た事業継続管理とは異なるラインで問題が対
処される。当該部門の緊急事態対応チームと
全社の事業継続・脅威管理チームとが連携し
て対応が取れるよう、指揮命令系統や連絡・
報告体制は事前に明確にされ、危機管理とし
て別途に訓練・演習をして徹底化を図ってい
る。特にグローバルな事業展開であるため、
関係者間では日常的な情報収集や共有も併せ
て徹底されている。

Ａ社の危機管理には、前述のICSの基本原
則が移植され、脅威や危機に対するマネジメ
ント・統制については、目的に応じて、事業
部門（現場）への分権と本社部門への集権

が、整合性をもって構築されている点が特徴
である。

（2） 通信インフラを担う携帯電話事業者 
 Ｂ社の危機管理への取り組み

Ｂ社は、米国に本社を置く加入者数１億人
を超える全米有数の携帯電話事業者である。
自然災害などの危機に備えて危機管理チーム
を常設している。このチームは日常業務は持
っておらず、緊急事態発生時に、すべての関
係者を結ぶ、会議体のコーディネーター機能
が役割である。

そのため、同チームの主たる業務は、上述
のように事業部門・本社部門あるいは営業拠
点との緊急時連携体制の構築である。同チー
ムのスタッフは緊急時に備えて、従業員の人
事情報（連絡先や担当業務などを含む）や緊
急時対応に必要となる業務システムなどにア
クセスすることが許可されている。

各部門・拠点との連携のなかで重視されて
いるのは社内外の災害やインシデントの情報
共有であり、日常的な情報共有のなかで、こ
れらの情報を緊急時の窓口担当者と連携する
ことである。たとえば、事業の継続性とかか
わりが深いハリケーンなどの気象情報などに
ついては、危機管理チームは予報段階から気
を配り準備をする。そして緊急時タスクリス
トを作成し、さまざまな脅威を各部門・拠点
担当者と共有することも同チームの重要な役
割である。タスクリストについては、各部
門・拠点の自主性を尊重し、枠組みのみを提
示するようにとどめ、詳細は各現場で作成す
ることになる。

同社は全米に事業所が分散しているため、
緊急時、危機管理チームは、対策本部を１カ



43不確実性時代における危機管理システムの展望

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

所に集中させるか、分散させるかの判断をす
ることになる。前者は、主として広域災害な
どの影響にかかわる情報を集約する場合に発
動される。後者は、製品瑕疵に伴うクレーム
対応など、現場へ権限を委譲することで迅速
な対応が可能となる場合に発動される。この
２つの体制のコーディネートも、危機管理チ
ームの役割である。ただし、全社レベルの緊
急対策本部は、最終報告すべきレポートライ
ンのトップが在席する場所に置かれることが
基本となっている。

こうしたなかで、被災部門への復旧作業支
援をコーディネートし、広報と一体となっ
て、ステークホルダーにニュースリリースな
どを通じてリスクコミュニケーションを行う
ことも危機管理チームの重要なミッション

（使命）となっている。Ｂ社もＡ社と同様、
ICSの基本原則が採用されている。

3	 米国社会の動向から得られる示唆
以上の米国社会の、社会的なレジリエンス

強化に向けた官民一体となったさまざまな制
度や仕組みの見直しの動きは、東日本大震災
を経験した日本および日本企業に次の２つの

示唆を与える。
● 日本でも国全体で社会的なレジリエンス

を強化する活動が必要である
● 日本企業は、平時の統制として事業継続

管理を行うと同時に、不測の事態に備え
た危機管理システムを自ら実装する必要
がある

Ⅳ 組織における危機管理
 システムの実像

先の東日本大震災の経験を踏まえれば、日
本企業には、依然として事業継続管理の取り
組みの不十分さ、関係部門や委託先を含めサ
プライチェーン全体の検討不足、そして想定
を超えた場合の意思決定力の不足などが課題
として挙げられる。

以下では、事業継続管理の網から抜け落ち
た不測の事態に対応する日本企業の危機管理
システムの実像について、実務担当者の視点
から、その組織および機能の具体像を示す。

1	 危機管理システムを支える組織
米国では大規模停電を脅威と捉える企業が

図4　危機管理システムを支える組織のイメージ  
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多いが、日本では、地震・台風といった自然
災害対応を基本に組織を考える必要がある。
それにはオフィスの防災にかかわる総務部門
のメンバーを中心にすえ、人事・法務などか
らも必要なメンバーを適宜選定する形がよい

（前ページの図４）。危機管理の最優先事項は
安全確保であり、平時の安全管理を担う部門
が緊急時の中心となるほうが、予防的な側面
からも有効なためである。

緊急時の意思決定も、平時の意思決定プロ
セスでの運用で問題ない。しかし、全権が委
任されたリーダーシップが発揮されなければ
ならない局面があることを考慮すれば、企業
トップが関与する、危機管理を特別に扱う組
織・会議体（緊急対策本部）の設置を想定す
るのがよいと考える。

そのため、組織の編成とともに最も重要な
点は、事が起こった場合の意思決定者および
その代行権限など、緊急時の意思決定方法や
権限について、平時の枠を超えた権限を事前
に定めておくことである。

緊急時の活動を担う危機管理チームの編成
では、スキルや知識も重要であるが、長期化
や24時間対応できるローテーション体制の確
保にも力を注ぐべきである。緊急事態では、
想定していた人材の不在も起こりうる。危機
管理チームの常設化を指摘する声も多いが、
ローテーション可能な人材を確保できるこの
仕組みさえあれば、必ずしも常設の必要はな
く、どちらかといえば平時の所属部門・拠点
において、日常業務のなかで危機管理と接点
を持ち、緊急時の対応力を高めるほうが現実
的である。兼務中心の組織では、緊急時の業
務をイメージしにくい場合、常設組織を時限
的につくることも一つの方策ではある。

また、企業の司令塔である対策本部と同時
に、事業部門、事業所単位に現場の対策チー
ムを設置することも重要である。特に、事業
所単位の対策チームの設置は必須である。帰
宅・残留対策など事業部門を超えて地域や事
業所単位で判断しなければならない局面も想
定されるからである。事業所単位のリーダー
を事前に選定しておくことと、自衛消防隊な
どの防災組織を活かしながら、当該事業所の
メンバーによってフロアや区画単位で対応チ
ームを編成しておくことが有効である。

2	 危機管理システムの機能・タスク
危機は、平時からインシデント発生、イン

シデント発生から緊急事態へ、緊急事態から
危機の発生、危機の拡大あるいは収束に至る
というサイクルを有する。危機管理の中心を
担う部門および担当者は、こうしたサイクル
に対して、予兆の発見、危機の認知、危機拡
大期における初動対応、そして危機からの回
復に向けた活動を行うことは必須である。

以下では、危機管理システムとほぼ同じプ
ロセスを有する自動車運転時の危機認知行動
モデルに即して、具体的な機能やタスクの例
を紹介する。なお、このモデルは、Scan/
Search（探索・情報収集）、Identify（問題
認知）、Predict（予測）、Decide（判断）、
Execute（行動）の５ステップに分かれ、頭
文字を取って「S.I.P.D.E.モデル」と呼ばれる。

（1） Scan/Search（探索・情報収集）

自動車の運転中、運転者は前方や後方など
周囲に注意しながら、次の行動に向けた情報
を集めている。

危機管理システムでも、平時より自社の社



45不確実性時代における危機管理システムの展望

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

員、資産、事業・サービスにかかわるさまざ
まな情報を、自社の脅威情報として収集す
る。気象、交通、事件・事故、災害などの一
次情報、警報、予報、調査レポート、インタ
ーネット（SNS〈ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス〉を含む）、軽微な社内イン
シデント情報などの二次情報がその対象とな
る。

危機とは直接結びつかない情報も、実はリ
ソースの稼働情報と併せ見ることで危機の予
兆情報として役立つ。たとえば、日常的に起
こっている海外の事件や事故、自然災害のニ
ュースも、海外出張者の情報と組み合わせれ
ば、脅威の予兆として十分に捉えることがで
きる（図５）。その情報をもとにした当該地
域への出張者に対する迅速な安否確認など
は、社員の被災を防ぐという意味で、危機管
理システムとして機能する。

（2） Identify（問題認知）

運転者は周囲の情報を収集してさまざまな
事象を認知する。前方の自動車の動きやさら
にその前方の信号情報など、得られた視覚情
報をもとに、起こりうる問題を予見する。

危機管理システムにおいても情報を分析す
ることで、不測の事態により受ける影響や問
題を事前に想定することが必要である。こう
した機能・タスクの一つに、ビジネスインパ
クト分析や被災シナリオの想定がある。

政府が公表している地震による影響想定を
利用すれば、地震発生時の自社の人的リソー
スやオフィスへの影響度を把握することは比
較的容易である。その影響度とオフィスや社
員の居住分布とを重ね合わせて分析すれば、
社員の帰宅困難率などがわかり、実際の地震

発生時に起こりうる状況が想定できる（次ペ
ージの図６）。

（3） Predict（予測）

運転者は、得られた情報や分析した情報か
ら次の事態を予測して行動の選択肢を決め
る。前方の車のブレーキランプが赤になれば
ブレーキを踏むことになる。こうした状況に
とっさに反応するのは難しいため、座学によ
って状況に応じた行動パターンを事前に学
び、予測に対する選択肢を増やすことが不可
欠となる。

危機管理システムでは、緊急時にどのよう
な状況になるかを想定し、時系列でどのよう
なタスクが発生するかということを予測して
おくことがそのプロセスに該当する。タスク
が決まれば、そのための予防的措置を事前に
決めておくこともできる。

（4） Decide（判断）

運転時にはまず安全確保が優先される。同
様に企業の危機管理システムでも、社員の安

図5　海外の危機関連ニュースと出張者のマッチング 
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ニュースのリンクから地域別出張者を
閲覧し、即座に安否確認を実行可能
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全確保が最優先されるべきはいうまでもな
い。しかし現実の社会では、平時における事
業継続を約束することが優先され、有事の際
に、安全確保の最優先が利益相反を起こす可
能性もあることに留意する必要がある。

有事における判断のプロセスにおいては、
その判断に至る記録を残しておくことが重要
である。その時点で最善であると考えたプロ

セスが明確であれば、最低限の注意義務を果
たしていたことを示すものになるからであ
る。また、その困難な判断を想定し、企業は
顧客に対して事業継続性にかかわる注意を喚
起する必要があることを忘れてはならない。

判断した結果は必要な関係者に速やかに伝
達する。それには指示伝達のためのコミュニ
ケーションルートを確保しておく必要があ
る。安否確認などの関係者全員への通知シス
テムを実装し、必要に応じて、テレビ会議や
Web会議などの双方向のコミュニケーショ
ン基盤などを整備することも重要である。も
ちろん、関係者全員が、実践的に使いこなせ
るよう平時から準備しておくべきである。

（5） Execute（行動）

これら一連の運転にかかわる危機認知プロ
セスは一瞬の出来事である。しかし、企業に
おいて複数の組織を一瞬にして動かすこと

図6　人的リソース分布×地震影響度の重ね合わせ・評価・分析 

オフィス・社員分布

方面別帰宅経路

地震影響度

社員×地震影響度

重ね合わせ・評価・分析

図7　モックディザスター（災害を想定した模擬訓練）実施の様子
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は、運転者が危機回避のためにブレーキを踏
む以上に、事前の準備や訓練が必要である。
不測の事態から起こる危機への対応は、関係
者が事前に想定したタスクについては、災害
の模擬訓練であるモックディザスターやメデ
ィアトレーニングなどを通じて実施しておく
ことが重要である（図７）。そして何より、
緊急時には、リーダーシップの発揮が求めら
れる。

Ⅴ 社会的なレジリエンス強化
 に向けた方向性

日本は地震や台風などの自然災害と共生し
ていかなければならない。そのためにも、東
日本大震災からの復興を優先し、そのうえで
不測の事態に備えた次の社会的なレジリエン
スの強化は急務である。それには、日本にお
いても官民を超えた包括的な危機管理フレー
ムワークの整備が喫緊の課題である。官民で
の適切な役割分担、それぞれの組織内での適
切な指揮命令が発揮できる仕組みを平時から
実装すべきである。

実務担当者の視点では事業継続管理にかか
わるさまざまな取り組みを活かしつつ、危機
管理システムの視点からは、すでに社会的に
定着している防火・防災の組織・計画・制
度、あるいは災害ボランティア制度を、より
包括的な危機管理フレームワークとして発展

させることが早道であると考えられる。
震災復興への支援活動をはじめとして、

2011年夏の節電活動は、企業や家庭にとって
は辛苦を伴ったが、それぞれの自律的活動に
より当面の国難を克服した。まさに社会全体
の創意工夫と協力で克服した優良な事例の一
つではないだろうか。東日本大震災と節電へ
の取り組みで得た教訓を活かし、実効性の高
い社会的なレジリエンスの仕組みづくりとそ
の定着が進められることが望まれる。

こうした社会的な取り組みに企業が積極的
にかかわることで、日常的に発生する危機に
対する備えは万全となる。危機は身近なとこ
ろで起こっており、それを意識した企業活動
が企業自身を守る力を高め、社会的なレジリ
エンスを高めることにもなる。そのために
は、平時の業務においても危機の予兆を発見
し、備え、そして緊急時には即応し、復旧さ
せ、そうした経験を蓄積する──という危機
管理システムのプロセスを意識した業務を、
関係者がそれぞれに遂行することが重要であ
る。

著 者

髙森  要（たかもりかなめ）
総務部危機管理室長、総務部上席専門スタッフ、英
国事業継続協会会員（AMBCI）、防災士
専門は危機管理、事業継続管理、およびオフィス業
務改善
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実現段階に入ったリアルとネットの融合
「オンライン２オフライン」によりサービス業が提供すべき新しい価値

C O N T E N T S
Ⅰ　オンラインとオフラインが融合する新マー
ケティング「オンライン２オフライン」

Ⅱ　スマートフォンとソーシャルメディアが後
押しするO2O

要約

NAVIGATION & SOLUTION

1	 「オンライン２オフライン（Online	to	Offline：O2O）」とは、狭義にはインタ
ーネット（オンライン）を利用して消費者を実世界（オフライン）へ送客する
ビジネスモデルを指す。広義には、オフラインにしか存在しなかった情報をオ
ンライン化することで生まれるビジネスモデルや事業環境の変化全体を指す。

2	 こうした「リアルとネットの融合」は、これまでにも類似の概念はあったが、
昨今のスマートフォンの急激な普及とソーシャルメディアの浸透により、O2O
という形で実現し始めた。

3	 O2Oでは、オンライン化されたオフライン情報をもとに、消費者を商品やサ
ービスに送客し、購買・利用させたうえで、さらにその情報を共有し、リピー
トにつなげるという新しいマーケティングモデル「ARASL」が出現する。こ
のモデルは「Reach：送客」と「Loyal：再利用」の実現が重要となる。

4	 リアル店舗での購買でも、インターネットで事前に情報を収集する例はよくあ
る。O2Oはこうした購買行動から取り込んでいく。潜在市場規模は20兆円である。

5	 O2Oで大きく変化するのはサービス業である。既存サービス業がEC（電子商
取引）を活用した新しいマーケティングやビジネスモデルを展開する。既存の
小売店舗も単なる商品販売ではなく、接客などサービス面の付加価値を押し出
していく。これまでと異なる業態の企業やプラットフォームが登場する。上述
の20兆円市場を取り込むこのプラットフォームの競争が始まる。

Ⅲ　O2O時代のマーケティングモデルは
　　ARASLへ
Ⅳ　O2Oの潜在市場規模は20兆円
Ⅴ　サービス業のEC化がもたらす変革

石綿昌平 木ノ下  健伊部和晃田中大輔
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Ⅰ オンラインとオフラインが
 融合する新マーケティング
 「オンライン２オフライン」

「オンライン２オフライン（Online to Offline：
O2O）」とは、インターネット（オンライ
ン）を利用して、消費者を実世界（オフライ
ン）へ送客するビジネスモデルを指す。ここ
でいうオンラインとは、インターネットを利
用した情報収集活動などを指す。オフライン
とは、インターネットが介在しないリアル店
舗（実際の店舗）、商品、サービスなどを指
す。O2Oとは、たとえば、消費者がインター
ネットを利用して自由に検索して情報を集
め、リアル店舗を訪れ商品を購入したり、サ
ービスを受けたりすることをいう。

これまでにも、こうした消費行動はすでに
存在していた。しかし、インターネットでの
検索や情報収集活動と、リアル店舗への訪問
などの消費行動とは緩いつながりでしかなか
った。つながりがあったとしても、それを明
示的に把握することはできなかった。

ところが、昨今普及してきているスマート
フォン（高機能携帯電話端末）等を利用する
ことにより、オンラインでの情報収集活動と
オフラインでの消費・購買活動が連続的に把
握できるようになり、その結果、①時間帯別
の送客、②特定セグメントの送客、③地方や
地域の中小企業への送客、④店舗のなかの特
定商品やサービスへの送客──など、より細
かいセグメント単位でのマーケティングや送
客が可能になってきた。

このようにオンラインとオフラインが融合
した新しいビジネスモデルを、狭義にはO2O
というが、より広義には、これまでインター

ネット上に公開されていなかったレストラン
の空席状況や中小企業の評判といった情報、
またはPOS（販売時点情報管理）情報などが
インターネット上で共有され、検索できるよ
うになることで生まれるさまざまなビジネス
モデルや経済効果までを指す。

Ⅱ スマートフォンとソーシャル
 メディアが後押しするO2O

2000年代はインターネットが急速に普及し
た時代である。総務省によれば、2000年末の
インターネット利用率は34％であったが、10
年末には93.8％となった。この間に活躍した
企業は、Yahoo!（ヤフー）やGoogle（グー
グル）、日本であれば楽天であり、これらの
企業が先導してインターネットの世界が築き
上げられた。

しかし、これらの企業の影響範囲は基本的
にはインターネットの世界だけであった。

「Second Life（セカンドライフ）」というイ
ンターネットのなかだけの世界がもてはやさ
れた2007年当時、すでに「クリック＆モルタ
ル」（後述）という言葉は存在していた。し
かし実際には、オンラインとオフラインの世
界、つまり「インターネット上の世界と実際
のリアルな世界」の間、言い換えれば「あち
ら側の世界とこちら側の世界」の間は、パソ
コンのディスプレイで遮られていた。

2010年前後からのICT（情報通信技術）業
界における最も大きな変化は、ソーシャルメ
ディアに代表されるCGM（Consumer Gene-
rated Media：消費者生成メディア）とスマ
ートフォンの普及・浸透である。スマートフ
ォンは場所や時間に関係なくインターネット
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に接続することが可能で、これは消費者がい
つでもオンライン状態になれることを意味す
る。いつでもどこでもインターネットにつな
がり、さまざまなアプリケーションが連携し
て利用できるようになったため、商品やサー
ビスを購買するための情報収集から、実際の
購買に至るまでの行動を連続的に支援するこ
とが可能となった。ソーシャルメディアに代
表されるCGMは、これまでほとんど不可能
であった地域の情報や中小企業の情報など
も、インターネット上で閲覧・検索可能にし
た。

1	 スマートフォンにより場所と
	 時間を選ばないネット利用が
	 可能に

2009年のアップルの「iPhone（アイフォ
ーン）」の発売をきっかけに、10年の後半か
ら、日本でスマートフォンは一大ブームとな

った。野村総合研究所（NRI）の推計では、
2011年度のスマートフォンの出荷台数は、携
帯電話端末（以下、携帯電話）の年間出荷台
数の半数以上を占める約1700万台となる見込
みである（図１）。この傾向が続くと、2015
年には携帯電話利用者の半数以上がスマート
フォン利用者ということになる。

スマートフォンの特徴は、iPhoneに代表
されるように、大型の液晶ディスプレイと、
タッチパネルまたはフルキーボードを利用し
た入力インターフェースを備え、インターネ
ットに接続できることである。日本の携帯電
話は以前からインターネットに接続できた
が、通信速度やディスプレイサイズの制限な
どから、接続先の多くは携帯電話向けにつく
り込まれたWebサイトであった。スマート
フォンはパソコン向けの一般的なWebサイ
トの閲覧が可能であり、従来の携帯電話より
もさらに多くの情報にアクセスできる。実際
にユーザーアンケートなどによれば、スマー
トフォン利用者は、普通の携帯電話利用者よ
りも、時間と場所を選ばずにインターネット
に接続している頻度が高い。

2	 CGMやSNSにより発信できる
	 情報が増加
「食べログ」のようなリアル店舗の情報を消
費者自身が投稿していくCGM型のWebサイ
トや、「mixi（ミクシィ）」「Twitter（ツイッ
ター）」「Facebook（フェイスブック）」など
のSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サ
ービス）の利用者が増加している。これらの
サービスには、リアル店舗（特にレストラン
やカフェなどの飲食店）に関する大量の口コ
ミ情報が日々投稿され、オンライン化されて

図1　日本国内の携帯電話端末出荷台数推移
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出所）野村総合研究所ICT・メディア産業コンサルティング部『これから情報・通信市

場で何が起こるのか──ITナビゲーター 2011年版』東洋経済新報社、2011年
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いる。CGM型サイトでの「多くの消費者に
よる評点」や、SNSサイトでの「身近な友人
が購入・利用した商品・サービスの口コミ情
報」は、インターネットユーザーの購買意思
決定に、今では当たり前のように影響を与え
るようになった。

CGMやSNSのサービスには、店舗名や位
置情報を自動で付与する機能や、携帯電話や
スマートフォンで撮影した写真のアップロー
ド機能など、利用者が容易に利用できる仕組
みが次々と取り入れられている。複雑なパソ
コン操作や複数のインターネットサービスを
組み合わせる必要はなく、携帯電話・スマー
トフォン１台で簡単に情報発信ができる環境
が整いつつある。

一方で、このような技術的な進歩や消費者
行動の変化は、商品やサービスを提供する事
業者側の意識も変えつつある。消費者にアプ
ローチするためにこれまで利用されてきたマ
ス媒体は基本的に高価であるため、中小企業
や地域密着型企業が活用するのは困難であっ
た。しかし、CGMやSNSの口コミなどによ
る情報伝達はコストが安く、しかも中小企業
や地域密着型企業は利用者との関係が密接な
場合が多いため、口コミとの親和性も高いと
いうメリットがある。このようにCGMやSNS
の発達によって、これまでリアルの場にしか
存在しなかった情報が、インターネットを介
してさまざまに発信されるようになった。

3	 これまでの類似概念との違い
インターネットを利用した集客について

は、これまでにも以下のモデルが提唱されて
きた。

（1） クリック&モルタル（Click and  
 Mortar）

米国での伝統的な企業の総称「ブリック＆
モルタル」（Brick and mortar）のBrickを、
パソコンのマウス操作のClick（クリック）
になぞらえた言葉である。リアルとネットの
双方に店舗を持つことを意味し、インターネ
ットが普及し始めたころに登場した。

詳細には、ネット企業がリアル店舗を持つ
ことを「クリック&モルタル」、リアル企業
がネット店舗（EC〈電子商取引〉サイト）
を持つことを「ブリック＆クリック（Brick 
& Click）」と呼んだようであるが、いずれに
しても当時の発想は、「ある企業がネットと
リアルの双方に店舗を構えることにより、そ
の相乗効果で売り上げが拡大する」というも
のであった。ただし現実には、クリック&モ
ルタルで大きな効果を上げた企業は多くなか
った。ネット店舗が有名になり、その相乗効
果でリアル店舗も繁盛したような事例はまれ
で、いわば「Click or Mortar（クリックか、
もしくはモルタルか）」であった。

（2） Web2.0

2005年ごろから用いられるようになった言
葉で、提唱者であるティム・オライリー氏に
よれば、以下の７つの要素を持つWebサー
ビスである。

①フォークソノミー（Folksonomy）
②リッチインターフェース（Rich User 

Experiences）
③協力的ユーザー（User as contributor）
④ロングテール（Long Tail）
⑤ユーザー参加（Participation）
⑥進歩的性善説（Radical Trust）
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⑦ 進 歩 的 分 散 指 向（Radical Decentrali-
zation）

個々の説明は割愛するが、このなかで、購
買行動に直接関連するのが、④のロングテー
ルである。ロングテールとは、あるネット店
舗での商品別売上高から、縦軸を販売数量、
横軸を商品として販売数量順に並べたとき
に、販売数量の少ない商品が横軸方向に伸び
ている様を、「恐竜の長いしっぽ（ロングテ
ール）」になぞらえたものである。

従来、流通業には、「上位20％の商品が売
り上げ全体の80％を占める」という、いわゆ
るパレートの法則が成り立つとされ、商品ラ
インアップの参考とされてきた。すなわち、
下位の商品は常に入れ替えられ、ラインアッ
プに並ばなかったのである。

これに対し、商品データベースの大規模化
と、検索およびレコメンデーション（推奨）
機能の高度化により、この「しっぽ」が非常
に長くなり、その結果、売り上げ全体に占め
る「しっぽ」の割合が高くなってきている、
というのがロングテールの考え方である。し
かし、実際にロングテールが成立するには、
商品データベースや検索、レコメンデーショ
ンだけでなく、それに対応した在庫管理と物
流網が必要である。このためロングテールを
実現しているのは、Amazon.com（アマゾ
ン・ドット・コム）などの限られた企業にと
どまっている。

（3） ユビキタス、Internet of Things

携帯電話、無線LAN、Bluetooth（ブルー
トゥース）、RFID（電子タグ）など多様な通
信技術が発展するにつれ、さまざまな「モ
ノ」がインターネットに接続され、データの

やりとりが常に可能になるという概念が、
「ユビキタス」や「Internet of Things（IoT：
モノのインターネット）」である。

インターネットに接続されるのは、従来は
パソコンや携帯電話など、人がインターネッ
トを利用するための機器であった。「これに
対してユビキタスやIoTは、パソコンや携帯
電話だけでなく、電化製品や自動車、産業機
械、数多くの測定センサー、果てはペットや
植物まで、さまざまなモノをインターネット
に接続し、情報が常にやりとりできる状態に
するというアプローチである。ユビキタスや
IoTは今のところ発展途上であるが、IPv6

（インターネットプロトコル・バージョン
６）の普及に伴って、さまざまな分野での取
り組みが進むと考えられている。

以上述べてきたモデルと本稿で論じるO2O
とはどのように違うのであろうか。NRIは、
O2Oとは、これらの概念に立脚したより現実
的な活動であると捉える。すなわち、多くの
モノがインターネットに接続されてそれらが
常時確認できる状態にあり、そこにさまざま
な企業や商品・サービスの情報を横断的に連
携させ、最適なときに最適な人に対して最適
な情報を配信しながら、潜在的な消費を喚起
していくというものである。技術の進歩に伴
って、これまで概念であったものが、実現に
一気に近づいてきている。

Ⅲ O2O時代のマーケティング
 モデルは「ARASL」へ

消費者の購買行動を示すモデルとして、こ
れまでは「AIDMA（アイドマ：Attention、
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Intention、Demand、Memory、Action）」
や「AISAS（ ア イ サ ス：Attention、Inten-
tion、Search、Action、Share）」（後述）な
どが提唱されてきた。インターネットが普及
する以前の、すなわち消費活動がオフライン
中心であった時代は、消費者に消費を喚起さ
せ、購買や利用に至るまで気持ちを持続させ
ていくための方法が重要であった。そこで考
案されたモデルがAIDMAである。

AIDMAとは、まず消費者に商品を「認知
（Attention）」させ「興味（Intention）」を惹
かせ、「欲求（Demand）」に変化させる。そ
の後その状態を「記憶（Memory）」させて
おいて実際の「購買・利用（Action）」へ結
びつけるというモデルである。「認知」から

「購買・利用」までこれだけ長い状態を維持
させなければならないのは、情報を収集する
場所や時間と、購買・利用に至る場所や時間
が物理的に離れていることが大きな要因であ
ったと考えられる。

Web2.0が提唱された2005年ごろ、オンラ

インでの購買モデルとして次に提唱されたの
がAISASであった。AISASでは、購買に至
る時間が短くなったことと購買後の「Share

（共有）」の行動が注目された。
O2Oでは、この購買モデルはさらに大きく

２つに変化すると考える。１つは、商品やサ
ービスを認知させてから実際の購買に至るま
でにスマートフォンなどを利用して消費者を
誘導するプロセスである。オンラインで認知
させてからオフラインで購買・利用させるま
で消費者を誘導し続ける方法が重要な要素で
ある。

もう１つは、購買・利用後のリピートの仕
組みである。認知から購買までが早いからこ
そ、その後の固定客化、リピートづくりによ
りリソースを割く必要が出てくるのである。
これらを合わせて、ここではARASL（アラ
スル：「Attention〈認知〉」「Reach〈送客〉」

「Action〈 購 買・ 利 用 〉」「Share〈 共 有 〉」
「Loyal〈再利用〉」）という新しいモデルを考
る（図２）。

図2　O2O時代の「ARASL（アラスル）」モデルと特徴的なサービス例

Attention
認知

Reach
送客

Action
購買・利用

Share
共有

Loyal
再利用

● Aisle411（アイル 411）
● コロニーな生活
　　　　　　　　など

● Square（スクエア）
● GROUPON（グルーポン）
　　　　　　　　　など

● foursquare（フォースクエア）
● Shopkick（ショップキック）　　など

● Google Local Shopping
（グーグル・ローカル・
   ショッピング）
● Milo（マイロ）
● OpenTable（オープンテ
ーブル）
　　　　　　　　　など
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スマートフォンを利用したこうしたビジネ
スモデルは米国を中心に先進事例が多く登場
している。それらをこのARASLに沿って整
理する。

1	 Attention：リアルの情報がオン
	 ライン化され消費者が認知する

グーグルは、ヨドバシカメラやマツモトキ
ヨシなどと、リアル店舗の在庫情報を検索で
きるサービス「Google Local Shopping（グ
ーグル・ローカル・ショッピング）」を開始
している。消費者が商品名で検索すると、価
格などの検索結果がネット店舗と同列に表示
されるだけでなく、周辺のリアル店舗の在庫
状況なども表示される。これにより、消費者
はネット店舗の価格と最寄りのリアル店舗の
価格とを同時に比較できる。従来、個々の企
業内で管理されていたPOS情報がオープンに
なり、インターネット上で消費者に公開され
る「Offline to Online（オフライン２オンラ
イン）」とでもいうべき動きである。

これまでもホテルやレストランをWebで
予約できたが、今後はそこからさらに踏み込
んで、部屋指定の予約やメニューの事前決済
なども可能となるであろう。たとえば、レス
トランの空席状況の検索とオンライン予約が
リアルタイムでできる「OpenTable（オープ
ンテーブル）」は、各レストランに設置され
た予約管理端末との間で空席状況を常時管理
しており、24時間予約に対応する。また、す
でに座席配置図を見ながら席の指定ができる
ようになっている航空便や新幹線のWeb予
約は、リアルタイムでの予約管理と座席配置
システムが整備されているからであるが、今
後はホテルやレストランでも、Web予約時

に好きな部屋やテーブルを指定することも可
能になっていくだろう。

2	 Reach：送客により消費者が
	店舗やサービスに触れる

消費者に商品やサービスを認知させたの
ち、可能なかぎり早く店舗へ誘導すること
は、マーケティングでは非常に重要である。
そして、O2Oにおいて、急速にイノベーショ
ン（技術革新）が起こっているのがこの領域
である。

スマートフォンの位置情報や地図との連
携、ナビゲーション機能により、現在地から
店舗までの経路検索は一般的となり、到着時
刻などもあっという間にわかるようになって
きている。加えて、リアル店舗内を誘導する
サービスも登場している。

米国の「Aisle411（アイル411）」がその事
例である。このアプリケーションは、商品が
リアル店舗のどの棚のどの位置に在庫してい
るかという情報まで管理しており、そこに消
費者を誘導する。消費者に商品情報を認知さ
せ、そのうえでより早くわかりやすくまっす
ぐ誘導するのである。前述のクリック＆モル
タルとの違いでも論じたように、これまでク
リック（ネット店舗）とモルタル（リアル店
舗）は緩やかで曖昧につながっていたため、

「クリック or モルタル」となってしまいが
ちであった。アイル411のこの「送客」の仕
組みは、まさにクリックとモルタルをつなぐ
重要な機能である。

一方、ゲーム性も消費者を惹きつける重要
な要素となっている。リアル店舗でも、抽選
会やスタンプラリーといったゲーム性のある
イベントで購買を促進することは以前から取
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り組まれてきたが、リアル店舗にとどまるか
ぎり、できることには限界があった。そうし
た限界を超えるツールとなるのが、スマート
フォンのような情報端末である。

コロプラが提供する位置ゲー「コロニーな
生活」は、携帯端末が自身の位置情報を送信
し、その位置や移動距離によってさまざまな
イベントが発生するというゲームである。内
容は決して複雑ではなく、たとえば「提携店
舗内にいる」という情報を送信することで報
酬が得られるようなものである。しかし、シ
ンプルであるからこそ気軽にプレイして達成
感＝楽しさが味わえ、多くのユーザーを獲得
している。

ゲーム的な要素を取り込んだ消費者と店舗
とのコミュニケーションは「ゲーミフィケー
ション」と呼ばれ、その有効性を担保する重
要な要素が消費者の達成感である。多くの人
は、無料のポスターは簡単に捨てられても、
自分で苦労して組み上げたジグソーパズルを
捨てることには躊躇する。自分の行動で勝ち
取った成果には執着するのである。同じクー
ポンであっても、電子メールで一方的に送ら
れてきたものよりも、ゲームの成果で得られ
たもののほうが消費者の知覚価値は高く、そ
れゆえ利用率も高くなる。

オンラインで可能になったゲーム性の楽し
さで消費者を引き付け、その達成感を利用し
てリアル店舗のメリットを訴求する事例は、
今後も多数試みられるであろう。

3	 Action：決済で商品・サービスが
	 購買・利用される

（1） インターネット上で決済する

リアル店舗にとって、インターネットは集

客のための一つの手段にすぎず、決済までイ
ンターネットで行う必要性は低かった。主な
理由は、インターネットでは現金決済ができ
ないため、決済手数料の負担が必ず発生して
しまうことや、決済システムの構築および運
用コスト負担も発生するためである。消費者
にとっても、来店前に決済をしてしまうと、
急な都合で店舗に行けなかった際の経済的な
損失リスクが生じる。

このような事前にネット上で決済をしてし
まうという課題がありながらも、事前購入型
クーポンサービス「GROUPON（グルーポ
ン）」は、SNSなどを活用して多くの集客効
果を生むことに成功した。グルーポンの
Webサイトには、現在のクーポンの販売枚
数や残り時間・残り枚数をリアルタイムで表
示する「賑やかし」が巧みに演出されてい
る。こうした仕掛けにより、たとえばレスト
ランでは、「友達を誘ってから予約する」の
ではなく、「購入してから一緒に行く友達を
探す」という逆転現象が生じている。

（2） リアル店舗でインターネット決済の 
 仕組みを利用して決済する

リアル店舗での商品購入・サービス利用時
にも、インターネットと同じ決済システムが
使えれば、決済情報がオンライン上に蓄積さ
れる。

米国のSquare（スクエア）は2011年11月
より、「Square Card Case（スクエア・カー
ドケース）」というスマートフォン向けサー
ビスでリアル店舗での決済を開始している。

スクエア・カードケースにおける決済の流
れは非常にシンプルである。リアル店舗で買
いたい商品が決まったら、現金やクレジット
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カードで支払う代わりに「自分の名前を店員
に告げる」。これで決済が完了する。

なぜ、これだけ簡単な手続きで支払いが完
了するのだろうか。ここでは、インターネッ
ト決済の仕組みが活用されていることにポイ
ントがある。購入希望者が店員に名前を告げ
たとき、店舗のレジスターの「iPad（アイパ
ッド）」上には、「店舗の半径100メートル以
内で、『名前を告げて支払いたい』と意思表
示をしている購入希望者」の顔・名前・来店
の回数が表示されている。この仕組みによ
り、店員が購入希望者の顔と名前が一致する
ことを確認するだけで支払い手続きが完了す
る。

EC利用時にIDとパスワードを入力してロ
グインする行為が、事前に登録してある顔と
名前との一致を店員が確認する作業に置き換
わったものと考えればわかりやすい。この
iPadレ ジ ス タ ー 機 能 を 実 現 す る の は、

「Square Resister（スクエア・レジスター）」
というアプリケーションで、汎用的なPOSシ
ステムに加え、スクエア・カードケースで支
払うための機能が搭載されている。

消費者は、クレジットカード情報・顔写
真・名前の登録、およびスマートフォンに内
蔵されたGPS（全地球測位システム）の情報
を自動送信する許可を一度設定しておけば、
鞄にスマートフォンを入れておくだけで支払
いの操作が一切必要ないため、利便性は高
い。名前を告げて支払うという行動がこれま
での支払いの習慣と異なるという課題はある
ものの、スマートフォンのGPS情報を活用し
て消費者の手間を極力省くことに成功した先
進事例として、引き続き注目したい。

4	 Share+Loyal：購買・利用後の
	 情報共有とリピートづくり
「foursquare（フォースクエア）」の登場に
より、「チェックイン」という言葉が一般的
となった。チェックインとは、たとえば飲食
店などを訪れた際、スマートフォン上のバー
チャル（仮想）な店舗に訪問記録を残すこと
である。

フォースクエアでは、ある店舗に複数チェ
ックインすると、バーチャルな「バッジ」を
獲得できるほか、他のユーザーよりもより多
くチェックインすると、「メイヤー（常連）」
の地位が獲得できる。また、いろいろな情報
を共有するために、さまざまなチップス（コ
ツ）などをユーザー自らが登録する。こうし
た消費者発の情報がAttentionの課程で利用
されるという循環が生まれる。
「Shopkick（ショップキック）」は、このチ
ェックインをさらに自動化するサービスを展
開している。このアプリケーションをスマー
トフォンにダウンロードしておけば、消費者
が店舗に入ると自動的に「Kickbuck（キッ
クバック）」というバーチャル通貨を入手で
きる仕組みである。

こうしてO2Oは、リアルの消費活動におけ
る認知から実際の購買・利用に至るまでの障
壁を低くし、その期間を短くすることに成功
している。そのため、一方で一度店舗に来店
した消費者を、いかにその店舗に居続けさせ
るのか、もしくはどのようにリピートさせる
のかということが重要な課題となる。前述の
ように、フォースクエアは、メイヤーとSNS
を連動させることにより、来店頻度を上げる
仕組みを提供している。ショップキックでは
店舗に来店することで、自動的にバーチャル
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ものであったが、O2Oは、モノを送るのでは
なく消費者を商品やサービスに誘導する。そ
の結果、ECの範囲が小売業だけでなくサー
ビス業にまで広がることになる。

NRIが2011年７月に実施した「情報・通信
に関するアンケート」によれば、商品やサー
ビスの購入においてインターネットは情報源
としてすでに重要な位置を占めており（図３）、
旅行・交通、趣味、金融、飲食店などは、既
存メディアや店頭（リアル店舗）よりもイン
ターネットを情報源として活用している割合
が多い。また、日々の家計消費のなかで多く
を占める食品のようなものまでもインターネ
ットを情報源とする割合が比較的多く、いず
れにせよ店頭とインターネットのどちらかを
ほぼ情報源としていることがよくわかる。こ
のアンケート結果などをもとに、O2Oの潜在

通貨を発行するといった取り組みが提供され
ている。

これまでも、会員証の発行やスタンプの発
行など、来店頻度を上げる取り組みは、ネッ
トであるかどうかにかかわらず、行われてき
た。しかし、事例に示したように、オンライ
ンでの仕組みを活用することで、顧客の定着
化の方法もこのようにさまざまな形に進化し
ている。

Ⅳ O2Oの潜在市場規模は20兆円

いわゆるコンシューマー（消費者）向け電
子商取引（BtoC EC）とは、基本的に小売業
の一部を代替するもので、国内ではすでに約
７兆円がBtoC ECを通じて行われている。こ
れまでのECは、消費者に商品を送るという

図3　店頭（リアル店舗）で買い物をする際の情報源

注）AV：オーディオビジュアル、OA：オフィスオートメーション
出所）野村総合研究所「情報・通信に関するアンケート」2011年7月
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市場規模を算出した。
小売業やサービス業はそれぞれ100兆円を

超える産業で、O2Oはこれらの一部を取り込
んでいくものと考えられる。特に、前述のよ
うな店頭で購買しながらもインターネットを
情報源としている商品やサービス、またはこ
のような行動をしている消費者が対象とな
る。すでにインターネットで情報を収集して
いるのだから、この行動と購買をつなげるよ
うな技術やサービスが登場すれば、オンライ
ンとオフラインは比較的早期に融合されると
考えられる。

こうした可能性のある市場規模を試算する

と、内閣府が発表している中身を特定できる
リアル店舗で購買されている家計消費のうち
約19％、金額にして20兆円分の消費支出が
インターネットを情報源にしているという
結果になった（図４）注1。今後、インター
ネットによる情報収集の手段や頻度がこれま
で以上に増加すれば、さらに多くの市場を取
り込んでいくことが可能となろう。

現在、リアル店舗における消費者の購買履
歴を収集・蓄積するツールとしては、ポイン
トカードや会員証が広く利用されている。し
かし、紙やプラスチック製のカードの場合、
購買履歴の情報を蓄積しているのは店舗側
で、消費者自身で情報を管理できないケース
が多い。しかし、携帯電話やスマートフォン
に購買履歴が蓄積されるようになれば、消費
者自身がオンライン上に情報を蓄積するサー
ビスも実現が可能になる。

上述のアンケートでは、「紙やプラスチッ
ク製のカードを持たずに携帯電話やスマート
フォンだけで利用したいと思うサービス」と
して、「割引クーポン、割引券（36%）」「ポ
イントカード、スタンプカード、会員証（32%）」

「電子マネー、プリペイドカード（31%）」
「クレジットカード（25%）」の順に高い利用
意向が見られた（いずれも平均、図５）。現
在これらのサービスは「おサイフケータイ」
として提供されているが、利用が十分に進ん
でいるといえるのは、上述のうち「電子マネ
ー、プリペイドカード」だけである。しか
し、今後、クーポンやポイントカードサービ
スを通じた購買履歴情報のオンライン化が進
むポテンシャル（潜在可能性）は高いと考え
られる。

図4　O2Oの潜在市場規模の試算結果

出所）野村総合研究所「インターネット経済調査報告書」（http://www.internet-
　　　keizai.jp/）2011年10月
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Ⅴ サービス業のEC化がもたらす
 変革

1	 サービス業のEC化
リアル店舗などに送客できるO2Oは、実際

にサービスを提供しているサービス業に影響
を与える。サービス業はこれまで、人と人と
の対面でサービスを提供してきたため、物販
と比べると基本的にEC化は進んでいない。
観光業など一部でWeb予約ができる程度で
あった。O2Oにより、サービス業においても
マーケティングから予約、決済まで、ほとん
どがオンライン上で取引できるようになる。
ここではこれを「サービス業のEC化」と呼
ぶ。

EC化によって、まずマーケティングが変
わる。マーケティングモデルである前述の
ARASLに従おうとすると、初めに自社商品

やその他の情報のデータ化・オンライン化が
求められる。飲食店であれば、メニューだけ
ではなく、たとえば空席情報、それも時間帯
別・座席場所別などにさらに細かく分類し、
それらをオンライン上で共有する。こうする
ことにより、自らのサービスの提供状況など
を、消費者により容易に認知させるようにす
る必要がある。情報の公開には是非がある
が、オンラインでの認知の競争が前提とな
り、また、何よりも消費者自身による発信は
避けられないことを考えれば、今後このよう
な情報提供は避けて通れないであろう。その
うえで、戦略的に、顧客を時間帯別・座席場
所別に誘導することが重要になる。リアル店
舗の近くにいる消費者に対してフラッシュマ
ーケティングをすることにより、閑散時間帯
に人を呼び込む、ロールプレイングゲーム等
の新しいストーリーのなかに既存の店舗を組

図5　携帯電話・スマートフォンだけでサービスを利用したいもの

出所）野村総合研究所「情報・通信に関するアンケート」2011年7月
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み込んで消費者を誘導する──といったよう
に、この誘導は単純な価格戦略ではなく、前
述したゲーミフィケーションなどを利用した
ものとなるであろう。さらにはこの消費者を
顧客として定着化させるためにも、個々のリ
アル店舗でのユーザー同士のコミュニティの
存在なども積極的に活用していく必要がある。

また、決済とサービスの利用の順番が変わ
ることにより、ビジネスモデルにも変化が生
まれる。サービス業では、サービス利用とほ
ぼ同時に現金やクレジットカードで決済する
のが一般的であるが、EC化により事前に決
済されるようになると、キャッシュフローの
面で非常に有利になる。さらに、単にサービ
スの対価として支払いを受けるだけではな
く、サービス提供者が有形・無形に保有して
いた資産にあらためて価値を賦与し、その現
金化を図ったり、新たな投資に振り向けたり
など、さまざまな形でビジネスに活用するこ
とが可能になる。

2	 リアル小売店舗とECの共存
サービスそのもののマーケティングが進む

ということは、一方で、物販中心の小売業に
おいてもECの利用形態を変えうる。これま
で、ネット店舗は、既存のリアル店舗の置き
換えであることが多く、そのため、すでにリ
アル店舗を抱えている企業はネット店舗を積
極的に展開できないという課題があった。し
かし、これからの既存のリアル店舗は単に商
品を販売するだけではなく、顧客に提供する
さまざまなサービスも重要な価値となる。対
面でのカウンセリングが必要な商品などはそ
の典型であろう。そうした既存のリアル店舗
は自らのサービス価値をインターネット上で

プロモーションすることで、顧客を同店舗に
呼び込むことが可能となる。ECを既存のリ
アル店舗の競合相手と捉えるのではなく、共
存し活用するものとする。

ただし、その際は、自らのサービス価値を
再定義してプロモーションする必要がある。
こうしたことは、自らが販売チャネルを持っ
ていたためECへの進出が遅れていた製造業
などにも影響を与える。

たとえば、家電業界の販売チャネルは、町
の電気店から家電量販店へ、そして価格比較
サイトなども含めたインターネットショッピ
ングへと主力は移り変わってきた。単純に同
じ商品を安い価格で購入したいという目的だ
けであれば自然な流れであろう。しかし今
後、スマートハウスにおける家庭内のエネル
ギーソリューション（課題解決策）の提供や
家庭内ネットワークの構築などの家庭内ソリ
ューションが中心になると、単なる価格比較
だけでは商品を購入してもらいにくくなる。
その際は、単に商品を発注するのではなく、
インターネットでの商品比較をきっかけとし
て消費者を町の電気店に誘導し、そこでさら
にしっかりした相談を受けさせることなども
できるであろう。インターネットを利用して
きた層と、町の電気店を利用する層とはこれ
まで異なってきたが、今後は相互補完が期待
できるかもしれない。

3	 新しい競争原理の出現
マーケティングモデルやビジネスモデルが

このように変化することは、競争環境そのも
のの変化をも促す。たとえば、これまで立地
や味、料理の種類だけで競争していたレスト
ラン業界では、複数のレストランから夜景の
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見える席だけを買い占めてラインアップ化す
る「バーチャルレストラン」サービスなども
出てくる可能性がある。それ以外の業界も含
め、20兆円というO2Oの新しい市場では、こ
れまでとは異なる業態の企業やプラットフォ
ームが登場する。

そしてそこには、物販を中心としたEC市
場の登場とともにアマゾン・ドット・コムや
楽天が誕生したのと同じように、O2O時代の
アマゾン・ドット・コムや楽天が登場する可
能性がある。もちろん、現在のネット企業自
らが、その役割を拡大させる可能性もある。
既存のリアルの小売業やサービス業がその役
割を果たすかもしれない。あるいは、全く新
しいプレーヤーが登場することも十分に考え
うる。O2O市場における競争はまさに今、始
まったばかりである。

注

1 インターネット普及率に対して、各産業別のイ
ンターネットによる情報収集比率を乗じて計算
した
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トップ交代後の中国の金融監督管理
神宮  健 　2012年秋に予定される中国政権交代を前に、金融監督の「三会」

（銀監会、証監会、保監会）の主席が交代した。今後の金融監督管
理はリスク管理と消費者・投資家保護に重点を置くものと見られる。

書には、強制的な配当条例が含まれ
るようになっている。具体的には
11月中旬、５社の目論見書におい
て、上場後の配当政策が重大事項と
して提示された。現金配当を支払い、
配当性向は10％以上である、とい
った内容である注4。この動きは、将
来、すでに上場している会社にも適
用される可能性がある。また、記者
会見でも指摘されているように、現
金配当の二重課税の問題（法人税・
個人所得税の二段階で課税）など、
配当にかかわる税制も見直される方
向と思われる。

中小投資家の証券市場への不満・
失望が高まるなかで、以前から企業
の資金調達偏重と批判されてきた証
券行政が、投資家の利益重視へ向か
って動き出したと見られる点で興味
深い。

リスク抑制の重視
銀行業を見ると、足元では、不良

債権比率も低く利益も出ている注5。
ただし、当面は地方政府向けの直接・
間接的な融資のリスク管理に注力し
な け れ ば な ら ず、 長 期 的 に は、
1980年代以降の日本の銀行と同様
の課題に直面すると思われる。これ
まで銀行の利益は、預貸金利が規制
され約３％の利ザヤが確保されるな
かで、優良顧客向けに融資規模を拡

の際、目論見書において利益還元ル
ール、配当政策・配当計画を重大事
項として示すこととする。③配当税
制を研究中であり、配当税制の合理
化を推進し、上場会社の現金配当の
積極性を増す。④2011年、時価総
額が大きいIPOは少なくなっている
が、大型IPOの際は、発行体と引受
証券会社に対して、市場変動が発行・
引受に与えるリスクに注意するよう
に喚起する──とした。

さらに⑤新株発行制度に関して、
許可制・登録制等について証券業界
と議論していること、⑥情報開示の
質を高めることを中心に、IPOと増
資の弁法の改善を準備していること
なども明らかにした注2。

これらから、証監会が主に上場会
社の利益分配の決定プロセスと実行
に対する監督管理を強化しようとし
ていることがわかる。

これまで、一部の上場会社は配当
支払いに熱心ではなく、上場以来、
無配を続けている会社も多い注3。配
当政策・計画が明白になっていない、
大株主の意向を受けやすいといった
問題も指摘されてきた。また、投資
家側も株価自体の値上がりへの期待
が大きく、配当をあまり重視してこ
なかった。

この証監会の動きを受けて11月
半ば以降、IPOを行う会社の目論見

資金調達機能偏重の
是正を目指す証券市場

2011年10月29日に、銀行業監督
管理委員会（銀監会）、証券監督管
理委員会（証監会）、保険監督管理
委員会（保監会）の新主席が発表さ
れた。銀監会主席は、これまで証監
会主席を務めた尚福林氏になり、証
監会主席は郭樹清氏、保監会主席は
項俊波氏となった。2012年秋に予
定される党人事を前に、いわゆる金
融監督「三会」の人事を行ったこと
で、銀行・証券・保険三分野の監督
管理は、政権交代の影響を直接は受
けず、すでにおおむね定まっている
方向に沿って行われるものと見られ
る。

証監会では、主席交代直後の11
月中に動きが見られた。これまでの
証券市場改革を振り返ると、2004
年に発表された証券市場改革の青写
真である国務院９条意見注1の内容
は、ほぼ全項目について着手ずみで
あり、現在は、各項目について深掘
りする時期に入っている。

そうしたなか、証監会は11月の
記者会見において、①上場会社に対
して配当政策と配当決定メカニズム
を改善し、科学的に配当政策を決定
し配当性向の透明度を増し、配当政
策を恣意的に変更しないよう要求し
た。また、②IPO（新規株式公開）
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神宮  健（じんぐうたけし）
NRI北京金融システム研究部長

大する経営モデルに依存してきた。
今後、政府の意図するように直接金
融が拡大すれば、より多くの優良顧
客が証券市場で資金調達するように
なる。また、日本の経験に照らせば、
資本自由化の進展とともに金利自由
化も進み、銀行の利ザヤも縮小して
いくことになる注6。逆にいえば、今
後の資本自由化（あるいは当局が進
める人民元の国際化）の速度は、金
利や為替の変動に耐えられる銀行経
営モデルへの転換に依っている。

今後、銀行は資産負債管理・中小
企業金融・手数料業務といった分野
に注力する一方で、監督当局は中国
版バーゼルIIIを導入し注7、自己資本
比率などの管理を通してリスク管理
を行っていくことになろう。

保険業界も、従来の規模拡大に重
点を置いた経営からの脱却を迫られ
ている。生命保険会社の損益の状況
は、保険給付・配当が増加する一方、
資金運用成績が悪化し、それに伴い
解約が増えるなど、昨年から変調を
見せている注8。こうしたなか、中国
保険業発展の第12次５カ年規画綱
要（表１）で示されているように、
保険業全体の発展方式の転換が促進
される一方、監督管理面では、引き
続きソルベンシーマージンなどを重
視したリスク管理体制が取られるこ
とになろう。また、不適切販売注9や
保険金不払いなどの問題が生じてい
るため、消費者保護に向けた措置も
取られることになろう。

注

1 正式名称は「国務院 資本市場の改
革開放と安定的発展の推進に関する
若干の意見」（2004年１月）

2 記者会見の内容は各種報道による
3 上場期間10年以上で、一度も配当

を支払っていない会社は179社あ
り、これには業績の良い会社も含ま
れる（『中国証券報』2011年11月
18日A03面）

4 また、現金配当で、配当性向は25％

以上という会社も報道されている
（『京華時報』2011年11月14日）

5 2011年第３四半期の上場銀行16行
の純利益は6915億元、前年同期比
31.7％の増加。不良債権比率は、
2011年９月末時点で、銀行全体で
0.9％、国有商業銀行は1.1％、株式
制商業銀行は0.6％

6 金利自由化については、最近の金融
引き締めの期間において、オフバラ
ンス取引や地下金融の活発化が見ら
れた。このように規制を逃れる形で
実態的に金利自由化が進んでいる面
もある

7 「不良債権リスクの抑制と中国版バ
ーゼルIII導入に向けた動き」『金融
ITフォーカス』2011年７月号（野
村総合研究所）参照

8 生命保険商品では配当付き保険商品
の販売の割合が大きく、多様性に欠
ける。2011年前半における同保険
商品の生命保険料収入に占める割合
は、91.6％である（「2011年上半
期保険監管工作会議」での呉定富前
保監会主席の発言より）

9 「中国における銀行の保険窓販の動
向」『金融ITフォーカス』2011年９
月号（野村総合研究所）参照

『金融ITフォーカス』2012年1月号
より転載

表1「中国保険業発展の第12次5カ年規画綱要」の要点

基本観：中国保険業の発展は依然初歩的な段階。発展方式の転換が必要
（経済社会の発展への貢献・国民生活の保証・保険消費者の利益保護） 

● 新農村建設・内需拡大・イノベーション型国家建設・戦略的新興産業育成などの経
済社会発展戦略に関与

● 保険消費者の利益保護。消費者の保険に対する認識度・満足度を保険のサービス水準・
質の評価基準に

（保険業の構造の改善・レベルアップ） 
● 外延的発展から内包的発展への戦略転換。差別化による競争を促進
● 保険販売チャネルの最適化・保険商品の多様化・サービス範囲の拡大など

（改革開放の深化とイノベーションの推進）
● 中国保険業の核心的競争力と国際的影響力の強化

（リスク防止・除去と監督管理の改善）
● 企業内部の管理・統制と外部監督管理の結合

主要目標
（安定的で比較的速い発展の実現）

● 2015年の保険料収入3兆元、保険深度（保険料収入／GDP〈国内総生産〉）5％、保
険密度（1人当たり保険料）2100元、保険業総資産10兆元

（競争力強化）
● 保険業総資産の金融業総資産に占める割合の引き上げ
● 大型保険集団の競争力と国際的な影響力の引き上げ、中小保険会社の着実な発展、
専門的保険会社の差別化による優位性の形成

● 保険契約の範囲のさらなる拡大と商品・サービスの多様化
（十分な保険機能の発揮）

● 保険の経済社会に対する貢献度指標（保険金支払いの災害事故損失に占める割合等）
の引き上げ。保険を災害救助システムと社会保障システムの重要な構成要素に

（リスク防止能力の引き上げ）
● 保険業の資本補充メカニズムの改善、十分なソルベンシーマージンなどにより、シ
ステマティックリスクを防止

● 保険会社の企業統治構造と内部統制メカニズムのさらなる改善
● ソルベンシーマージン・企業統治・市場行為への監督管理を柱とする保険監督管理
システムの改善。市場退出メカニズムの構築。リスク処理における保険保障基金の
機能発揮

（信頼の強化）
● 不適切販売や保険金請求困難などの問題を抑え、消費者利益を保護

出所）中国保険監督管理委員会「中国保険業発展“十二五”規画綱要」（2011年8月3日付）より作成
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大きな変化を迎える衛星測位システム

GPSの仕組み
今ではカーナビゲーションなど

で日常生活に広く浸透している
GPSであるが、その原理やルーツ
についてあまり詳しくは知られて
いない。まずそれらについて簡単
に紹介しておく。

GPSはGloba l  Pos i t i on ing 
Systemの略で、米国によって運
用される衛星測位システムであ
り、地球上にあるGPS受信機の緯
度・経度・高度を取得するための
仕組みである。６つの軌道面上に
４機ずつ、24機のGPS衛星がある

（このほか予備の衛星がある）。
GPS受信機はこれらの衛星からの
信号を受信して、信号に記された
時刻と受信時刻との時間差に光速
を乗じて衛星との距離を求める。
３つの衛星を使えば受信機の位置

（緯度・経度）がわかり、４つの
衛星を使えばそれに加えて高度も
わかる。

人工衛星が発している信号は実
のところ時刻情報であり、標準時
に対する誤差がナノ秒（１ナノ秒
は10億分の１秒）単位という正確
性を持っているため、非常に正確
な時計として活用できる。

GPS受信機は、携帯電話端末（以
下、携帯電話）やカーナビゲーシ
ョンをはじめ数多くの機器に組み
込まれており、GPSから取得した
位置情報を用いたサービスは日常
生活で普通に使われている。

図１にGPSの主な利用分野をま
とめる。最も身近な利用分野は自
動車や携帯電話におけるナビゲー
ションサービスであろう。野村総
合研究所（NRI）も、携帯電話や

スマートフォン（多機能な携帯電
話）を対象としたナビゲーション
サービス「全力案内！」を提供し
ている（図２）。このほかにも、
図１に示すように高精度な位置測
量、航空機や船舶の位置把握など
幅広い分野で活用されている。

このようにさまざまな分野で活
用されているGPSは、もともと軍
事利用目的で開発された。GPSの
開発は1970年代に始まり、実際に
運用が開始されたのは1978年であ
る。その後、レーガン政権やクリ
ントン政権のもとで民生利用への
開放が進み、かつ無償で利用でき
るという現在の状況に至っている。

これを反映して、当初は国防総
省の所管であったGPSも、現在で
は同省や運輸省など９省庁の関係
省庁会議のPNT EXCOM（Nation-
al Space-Based Posit ioning, 
N a v i g a t i o n ,  a n d  T i m i n g 
Executive Committee）によって
運用されている。

民生利用のサービスで使われて
いるGPS衛星の信号は、軍事利用
の信号に比べて精度が低く、また、
利用者が取得できる位置情報の精
度は米国政府などが保証したもの
ではなく、一種のベストエフォー
ト（最善の努力）型のサービスと
して認識する必要があろう。この

丸田哲也

N R I  N E W S

人工衛星を利用した測位システムは、地球上の位置を高
精度に把握できる仕組みとして、さまざまな産業分野で使
われている。現在の民生利用の中心は米国のGPS（全地球
測位システム）であるが、今後は日本の準天頂衛星システ
ムなども加わることが予定されている。このような環境の
変化によって衛星測位の高精度化や利用エリアの拡大が進
み、産業ロボットでの応用や、金融取引およびクラウドコ
ンピューティングにおける時刻情報源など、産業領域での
新たな活用シーンが展開する。
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ためカーナビゲーションでは、
GPSセンサーのほかに角速度を検
知するジャイロセンサーも併用し
て正確性を担保している。一方、
鉄道の運行は従来の信号システム
に基づいており、GPSは付加的な
運転支援サービスの手段に限定さ
れているのが現状である。

GPSからマルチGNSSへ
GPSを含め、人工衛星を利用し

て位置情報を取得する仕組みは、
一般的には、前述した衛星測位シ
ステムまたは衛星航法システム

（Global Navigation Satell ite 
System：GNSS）と呼ばれている。
現在、GPS以外に、衛星測位シス

テムを国や地域で独自に構築しよ
うとする動きが世界中で広まりつ
つある。

次ページの表１に、衛星測位シ

ステムの構築状況を示す。同表に
示すように、2010年代に入り、衛
星測位システムの構築が急速に進
んでいることがわかる。その結果、

図2　未来型携帯ナビ「全力案内！」

図1　GPSの利用分野

出所）経済産業省「準天頂衛星を利用した新産業創出研究会」配付資料に基づき作成
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米国のGPSとロシアのGLONASS
のみが利用可能という現状から、
2020年ごろにはさらに別の衛星測
位システムも利用できる状況に変
わる。このような複数の衛星測位
システムが共存する環境をマルチ
GNSSと呼ぶようになっている。
衛星測位システムは将来、GPSか
らマルチGNSSに移行するという
のが関係者の基本認識である。

複数の国や地域が衛星測位シス
テムに取り組むようになった背景
には、同システムが国家の安全保
障や経済活動に欠くことのできな
い存在になったことが挙げられ
る。国民の生命にかかわる分野で
も、近年では携帯電話による110
番や119番通報の際の位置情報通
知にGPSが使われるなど、衛星測
位システムが果たす役割は大きい。

一方、世界で幅広く使われてい
るGPSは、あくまでも米国が管理・
運用する単一のシステムである。
故障による大規模障害の発生の危
険性は否定できず、米国の都合に
より利用が制限される可能性もな
いとはいえない。また、妨害電波
を発して位置情報の精度を意図的
に下げることも技術的には可能で
あり、米国では具体的な事案も発
生している。したがって、民生用
の信号を利用しているかぎり、位
置情報に対して高い信頼性を求め
る分野では、GPSは十分な性能を
有していないといってよいだろう。
GPSへの一極依存に対する懸念は
米国政府自身も認識しており、そ
の解決策としてマルチGNSSによ
るバックアップ体制の構築も検討
されている。

マルチGNSSによるバックアッ
プを実現するためには、センサー
の共通化や運用の連携など国際協
調が欠かせない。近年では国際連
合に衛星航法システムに関する国
際委員会（International Commit-
tee on Global Navigation Satellite 
Systems：ICG）が設置され、表１
に示したように、日本を含む各国
間での連携が進みつつある。

日本の準天頂衛星システム
日本が構築を進めている準天頂

衛星システムもマルチGNSSの一
翼を担うものである。

一般的な静止衛星の仰角（地平
線からの角度）が40度から50度程
度であるのに対し、準天頂衛星は
日本のほぼ真上を通過することか
ら70度以上を見込める。そのため
準天頂衛星からの信号を受信する
ことで、山間部やビルの谷間など、
GPSの信号が届きにくい環境下で
も衛星測位が可能になる（図３）。

準天頂衛星は、日本だけでなく
オーストラリア上空にも及ぶ軌道
を描くため、日本の上空に位置す
る時間が限られている。日本の上
空に常に最低１機の準天頂衛星が
来るようにするには、同一軌道上
に最低３機（バックアップを含め
て４機）の衛星が必要とされてい

表1　世界の衛星測位システムの構築状況（補強システムを含む）

国・地域 名称 概要

米国 GPS 運用中。全世界をカバー
欧州 Galileo 構築中。全世界をカバー。2011年10月20日に最初の

実用衛星2機を打ち上げ
ロシア GLONASS 運用中。全世界をカバー。以前は軍事利用中心であっ

たが、最近は民生利用に広く開放
中国 Compass/BeiDou

（北斗）
構築中。全世界をカバー。2000年から打ち上げが始
まり、2015～20年の間に運用開始の予定

インド IRNSS/GAGAN 構築中。インド周辺をカバー。2014年までに運用開始
の予定

日本 準天頂衛星システム 構築中。太平洋アジア周辺をカバー。第1号機「みち
びき」は2010年9月に打ち上げ。2010年代後半を目途
に4機体制の予定

出所）衛星航法システムに関する国際委員会「Current and Planned Global and Regional Navigation 
Satellite Systems and Satellite-based Augmentations Systems」および報道などに基づき作成
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る。
準天頂衛星システムは、宇宙航

空研究開発機構（JAXA）のほか、
関係７機関により共同開発が進め
られている。2010年９月11日には
第１号機「みちびき」の打ち上げ
に成功し、実用化に向けさまざま
な実験が行われている。

2011年９月30日には、2010年代
後半を目途にバックアップも含め
た４機体制、将来的には他の衛星
測位システムに頼らない持続測位
が可能な７機体制を目指すこと

（「実用準天頂衛星システム事業の
推進の基本的な考え方」）が閣議
決定された。

マルチGNSSの効果
以上、日本の準天頂衛星システ

ムも含め、近年のマルチGNSSに
関する動向について整理してき
た。では、このような変化は国民
生活や企業活動、行政にどのよう
な効果をもたらすのであろうか。

最も大きなポイントは、従来の
GPSに比べて衛星測位の品質向上
が見込めることである。具体的に
は次の３点である。

①衛星測位が可能な場所の拡大
山間部やビルの谷間などでは空

を見通せる範囲が狭いため、衛星

信号を捕捉する機会が、見晴らし
の良好な場所と比べて少ない。マ
ルチGNSSによって衛星の数が増
えれば、見晴らしの悪い場所での
衛星測位の機会が増える。

②測位精度の向上
衛星測位は、原理的には４機の

衛星から信号を受信することによ
って、高度を含めた位置情報の取
得が可能である。しかし、大気の
影響などで誤差が生じることもあ
るので、測位精度を向上させるに

はなるべく多くの衛星から信号を
受信することが欠かせない。マル
チGNSSによる人工衛星の増加
は、受信可能な衛星の数を増やし、
より正確な位置の割り出しを可能
にする。

③信頼性の向上
GPSは軍事利用目的のシステム

を民生利用に開放するというスタ
ンスであるため、衛星から発信さ
れる情報の確からしさ（信頼性）
は必ずしも明確ではない。したが

図3　準天頂衛星システムの概要

出所）JAXA資料に基づき作成（http://www.jaxa.jp/projects/sat/qzss/index_j.html）

準天頂衛星

GPS衛星
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って、鉄道の運行制御のように人
の生命にかかわる分野などでは、
　前述のように、GPSを利用して
も参考情報程度の位置づけにとど
まってきた。これに対し、準天頂
衛星システムの信号精度の信頼性
は高いとされている。各種の実証
実験を通じて信頼性の水準の高さ
が明らかになれば、信頼性の観点
からこれまでGPSが導入されてい
なかった分野での衛星測位の導入
が進む可能性がある。

以上の３つの品質向上により、
表２に示すような新たな利用分野
が見込める。従来からのGPSを利

用した位置情報サービスに加え
て、ロボットや交通、権利確認な
ど衛星測位の新たな利用分野が創
出されることには大きな意味があ
る。しかも、それらは民生利用と
いっても産業分野が中心である。
したがって、企業の業務効率化や
高度化、新規事業創出に大きな影
響を与えることが予想される。

マルチGNSSによる新たな
市場創出への期待

準天頂衛星システムを含めたマ
ルチGNSS環境の構築によって、
日本国内では数兆円の経済効果が
期待できるといわれている。では、

その市場の創出に当たり、官民に
とってどのような取り組みが必要
に な る の で あ ろ う か。 マ ル チ
GNSSのメリットを享受するに
は、衛星の運用にとどまらず、そ
の情報を活用するための仕組みが
必要である。それには以下の２つ
がポイントになる。

①マルチGNSS対応ハードウェ
アの普及

ハードウェアの観点からは、仕
様が異なる複数の衛星測位システ
ムに対応できる受信機が必要であ
る。特に、今後さまざまなソリュ
ーション（課題解決策）のインタ

表2　マルチGNSSよって期待される新たな活用分野と活用方法

活用分野 活用方法

位置情報 スマートフォン向け次世代位置情
報サービス

時空間認証技術を活かし、トランザクションに応じた比較的高額のクーポンの発行など、
新しい位置情報サービスの展開

時空間認証 物流時の動産担保や通行課金など、イベント発生時の時刻や位置の情報に高い信頼性が
求められる分野への展開

交通（自動車、鉄道、船舶など） 高い信頼性を活かした、鉄道信号システムへの全面的な導入や自動車の自動操縦などへ
の展開

ロボット 日本の準天頂衛星システムを活用したロボットの正確な遠隔または無人操作。現在、準
天頂衛星システムと並行して開発が進むIMES（屋内測位の基盤）と併せて活用すること
により可能となる屋内外のシームレスな精密移動

権利確認 精度要件などとのバランスを考慮する必要はあるが、土地の境界画定作業の負担軽減に
寄与。特に今後活性化が期待される森林管理など林業分野での活用

農林水産業 農地集約・大規模化に伴う農作業ロボットの導入など、農作業の効率化への寄与が期待
される。また、従来は苦手とされてきた山中での衛星測位が可能となり、森林管理・林
業分野における業務改善にも寄与

時刻情報 金融取引 最先端の高頻度取引における遅延監視やトランザクション管理のための正確な時刻情報
源。欧米ではこの目的でのGPSの活用が進んでおり、日本ではビルの谷間などでの時刻
情報源としての準天頂衛星システム利用に期待

クラウドコンピューティング環境
下でのビッグデータのトランザク
ションとネットワークの管理

クラウドコンピューティング環境下での複数データセンター間の時刻情報同期。特にビッ
グデータ活用におけるトランザクション管理のための正確な時刻情報源として期待され
る。ネットワーク遅延の精密監視手段としても活用可能

その他 防災 日本の準天頂衛星システムに搭載される簡易な通信機能を活用し、緊急津波警報などの
防災情報を提供
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フェースの中心となるスマートフ
ォンへの対応が重要である。これ
は実際に始まっている。あまり知
られてはいないが、2011年10月に
発 売 さ れ た 米 国 ア ッ プ ル の

「iPhone（アイフォーン）4S」には、
GPSに加えてGLONASSの信号も
受信できるようになっている。

②精度の高い地図の整備
地図の整備も現状では十分では

ない。政府が整備する高精度の地
図は２万5000分の１程度の縮尺が
中心であり、この縮尺では、最高
で１m程度の解像度を持つ衛星測
位の結果を表現するのに十分では
ない。マルチGNSS時代における

地図のあり方について、あらため
て議論が求められるだろう。

以上の仕組みが整備されること
により新たなサービスの創出が期
待される。そのサービスは日本に
とどまらず、アジア太平洋地域を
はじめ世界への展開を図るべきで
あろう。特に準天頂衛星の軌道は
アジア太平洋地域にも及ぶことか
ら、そうした地域での効果は大き
いと思われる。

海外へのサービス展開に際して
は、準天頂衛星システムの利用に
よって生み出されるサービスや技
術、地図の整備なども含め、マル
チGNSS活用に必要な要素をフル

セットで展開することが有効である。

なお、『ITソリューションフロ
ンティア』2012年１月号の特集「産
業革新を支える衛星測位とITソ
リューション」では、このような
新市場の創出に向けて参考となる
事例を３つ紹介している。ご参照
いただきたい。

『ITソリューションフロンティア』
2012年１月号より転載

丸田哲也（まるたてつや）
ICT・メディア産業コンサルティング
部上級コンサルタント
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N R I  S U R V E Y S

企業における情報セキュリティの実態と課題
──「企業における情報セキュリティ実態調査2011」の結果と、それを踏まえた提言

NRIセキュアテクノロジーズは、2011年８～９月、「企業における情報セキュリティ実態調
査2011」を行った。本調査は、上場企業を中心とする3000社の情報システム担当者・情報
セキュリティ担当者を対象に、毎年実施されており今回で10回目となる。2011年12月13日
に開催された第167回メディアフォーラムでは、今回の調査で得られた結果を踏まえ、企業
における2011年の情報セキュリティの実態や対応すべき課題について報告がなされた。以下
にその一部を紹介する。

調査名 「企業における情報セキュリティ実態調査2011」

調査の目的 国内の企業における情報セキュリティに対する取り組み状況を明らかにすることにより、企業
において情報システムや情報セキュリティに関する業務に携わる方の参考となる情報を提供す
るとともに、広く社会の情報セキュリティ意識の向上を支援する

実施時期 2011年 8月26日～ 9月16日

調査方法 発送・回収とも郵送によるアンケート

調査対象 東証 1部・2部上場企業2101社、大証上場企業（東証上場企業との重複を除く）211社、および
未上場企業で従業員が多い会社上位688社、計3000社を対象に、各社の情報システム・情報セキュ
リティ担当者宛てに発送

回答企業数（回収率） 599社（20.0％）

2011年度に企業が優先的に取り組む施
策は「事業継続計画の策定」および「デ
ィザスタ・リカバリ対策の実施」
2011年度に企業が最優先で取り組む情報セキ

ュリティ施策としては、「事業継続計画の策定
（13.2%）」および「ディザスタ・リカバリ（災害
復旧）対策の実施（9.3%）」といった、災害対応
に関連したものが最も多く選ばれた（図１）。「デ
ィザスタ･リカバリ対策の実施」は、前年度から
の増加率が高く、東日本大震災の影響によるもの
と考えられる（なお、「事業継続計画の策定」は、
2011年度に新設された選択肢である）。
また、スマートフォンに関連した対策（「スマ

ートフォンの業務利用ポリシー／ルールの策定」
や「スマートフォンのセキュリティ対策強化」）

2011年12月13日開催第167回メディアフォーラムより

●調査概要

も比較的上位に挙がっており、スマートフォン活
用時のリスクへの関心の高まりが見られる。特に
「スマートフォンのセキュリティ対策強化」は、
前年度からの増加率が高くなっている。

海外拠点を有する企業の約40％において
海外拠点の情報セキュリティ対策の実施・
管理が現地任せ
海外拠点を有している企業の約40％が、情報セ

キュリティ対策の実施・管理を現地に任せている。
また、65％超の企業が、対策の結果確認をせず
現地に任せている。併せて見ると、日本から「実
施・管理」「結果確認」ともに実施している企業は
約30％にすぎず、海外拠点における情報漏えい事
件が発生している昨今では、セキュリティ対策が
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図1　企業が優先的に取り組む情報セキュリティ施策

注）　　　は特に注目すべき動向

Q：貴社において、本年度（2011年度）に優先的に取り組みを推進しようとしている情報セキュリティ対策
はどのようなものでしょうか。およその優先度で結構ですので、優先度順に選択肢の番号をお書きくだ
さい【複数選択：下図では優先順位1位のみを集計】

事業継続計画の策定[新設]

ディザスタ・リカバリ（災害復旧）対策の実施

ネットワークのセキュリティ対策強化

グループ会社の情報セキュリティガバナンスの強化

情報セキュリティレベルの見える化

個人情報管理の徹底

情報機器の整理（台帳の精査など）

スマートフォンの業務利用ポリシー／ルールの策定[新設]

リスクマネジメント活動の統合管理（J-SOX／個人情報保護
／ ISMS／ ISO 9000／ ISO 14000等）

スマートフォンのセキュリティ対策強化

ファイルサーバのセキュリティ対策強化

電子メールに起因する漏えい対策の強化

サーバの特権ID（アカウント）の管理強化[新設]

エンドポイント（PC等）のセキュリティ対策強化

物理的セキュリティ対策と情報セキュリティ対策の統合

PCや携帯電話の盗難、紛失対策強化

クラウドサービス利用時の情報セキュリティ基準の策定

セキュリティ対策によって低下した業務の効率化

電子メールの誤送信防止対策の実施

外部委託先管理の強化
文書（紙媒体・電子媒体）の機密度の識別、台帳による管理

マルウェア（ウイルスやワームを含む）対策強化

電子メール以外に起因する情報漏えい対策の強化

データベースのセキュリティ対策強化

内部者による情報セキュリティ侵害の防止

ソーシャルメディアの業務利用ポリシー／ルールの策定[新設]
GRC（Governance、Risk Management、Compliance）の
各側面からの対策の実施

建物やオフィスへの不正侵入防止対策強化

携帯電話のセキュリティ対策強化

在宅勤務の推進に向けた情報セキュリティ対策の推進

不正競争防止法上の営業秘密保護対策の実施

ソーシャルエンジニアリング対策の強化

その他

取り組み予定の情報セキュリティ対策は特にない

無回答

0 3 6 9 12 15%

前年度から大きな伸び

2010年度  N＝702

2011年度  N＝599

[新設]
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現地任せである状況は危険だといえる（図2 - 1）。
さらに、日本から情報セキュリティ対策の実

施・管理を行うものの、その実効性の結果確認を
していない企業が約30％にも上るが（図2-2）、
海外拠点では現地の文化や法制度の違いから、日
本側の想定とは異なった状況に至ることが多々あ
る。現状を正しく把握し、情報セキュリティ対策
の実施・管理を現地に適合させることが必要であ
る。
一方で、国内でも情報漏えい事件が引き続き発

生していることを踏まえると、情報セキュリティ
にかかわる統制を、国内・海外問わず、すべての
拠点に対して推進すべきである。

自社運営の公開Webサイトをすべて管理・
監視できている企業は50％強、外部委託
サイトでは35％強のみ
管理・監視の必要性のあるサイトを「全て管理・

監視している」と答えた企業が、自社運営の公開
Webサイトで50％強、外部委託の場合では35％

図2　海外拠点における情報セキュリティの統制状況

注）集計は、いずれも「海外拠点がある」と回答した企業のみを対象とした

N＝358

N＝358

Q：貴社における海外の拠点を対象とした情報セキュリティ対策の実施・管理について、以下の中からあて
はまるものの番号全てに○をつけてください【複数選択】

Q：貴社における海外の拠点を対象とした情報セキュリティ対策に関する結果確認について、以下の中から
あてはまるものの番号全てに○をつけてください【複数選択】

2-1　実施・管理および結果確認の状況

2-2　実施・管理および結果確認の相互関係

日本側で、現地の対策実施や統制管理
を全て統括している
日本側で、現地の対策や統制を指示し
ている
日本側から、社内のルールを現地に提
供している
日本側から、セキュリティ予算を割り
当てている
日本側から、ISO/IEC27001（ISMS）
等の国際基準への準拠を指示している

日本側からは特に指示等をせず、現地
の裁量に任せている

日本からは特に報告を要求せず、現地
の裁量に任せている

その他

その他

無回答

現地から定期的に報告を受けている

日本側から現地へ実査に行っている

0 10 20 30 40 50 60 70 80

実施・管理

結果確認

日本側

無回答

日本側

31.0% 1.4%

28.5% 37.7%

1.4% 0.0%

約40%

約65%

%

N＝358

実
施
・
管
理

結
果
確
認

7.0

31.0

35.8

1.7

1.4

39.1

2.0

22.3

15.1

66.2

2.0

1.4

日本側で
実施・
管理

60.9%

日本側で
現状把握

32.4%

現地任せ
39.1%

現地任せ

現地任せ

現地任せ

66.2%



73企業における情報セキュリティの実態と課題

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

強にとどまることがわかった（図３）。管理・監
視がなされていない状態のまま放置されている
と、「マルウェアを組み込まれる」「Webサイト
の内容を改ざんされる」といった被害に気づかな
いままになってしまうリスクが高い。
運営を外部委託しているWebサイトに関して
は、管理・監視も外部委託先に委ねることが可能
ではあるが、「管理・監視の状況を把握していない」

と回答した企業が約25％もある。最低限、状況
を把握し、自社か外部委託先のいずれかで管理・
監視がなされるようにしておくべきだと考えられる。
Webサイトが他システムへの侵入やマルウェ

ア配布に悪用される事件が多発している昨今にお
いては、悪用に気づかない事態を防ぐためにも、
自社運営・外部委託を問わず、すべてのWebサ
イトの管理・監視を行うべきである。

図3　公開Webサイトの管理・監視状況

注）集計は、いずれも公開Webサイトを有する企業のみを対象とした

N＝314

N＝404

Q：貴社における、インターネットに公開しているWebサイトの管理・監視の状況について、自社が運営す
るWebサイト、運営を外部委託しているWebサイトそれぞれについて、あてはまるものの番号１つに○
をつけてください

3-1　Webサイトを自社で運営する企業

3-2　Webサイトを外部委託している企業

全て管理・監視
しているとは言
えない

全て管理・監視
しているとは言
えない

全て管理・監視
している

全て管理・監視
している

45.9%

62.8%

51.9%

35.9%

2.2%

1.2%

無回答

無回答

管理・監視の必要性のあるサイトの
一部を監視している

管理・監視の必要性のあるサイトを
監視していない
管理・監視の必要性のあるサイトを
特定していない

管理・監視の状況を把握していない

その他

管理・監視の必要性のあるサイトの
一部を監視している

管理・監視の必要性のあるサイトを
監視していない
管理・監視の必要性のあるサイトを
特定していない

管理・監視の状況を把握していない

その他

22.6%

6.4%

8.0%

8.0%

1.0%

18.6%

9.0%

6.4%

24.9%

3.9%
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野村総合研究所（NRI）は、東京国際フォーラム
で「未来創発フォーラム2011」を開催した。約2900
人の来場があり、「つなぐ想い、つくる未来」をテ
ーマに講演とパネルディスカッションが行われた。
■講演１「東日本大震災からの復興に向けて」（NRI

顧問 増田寛也）
被災地に何度も足を運び現地を見てきた。従来の

震災と違い、今回は津波被害、原子力発電所事故、
電力不足、風評被害など、被害は日本全体に及んで
いる。これを機に日本が抱えていた構造的な課題も
浮かび上がってきた。行政は地域に権限を移譲して
住居や雇用問題を解決し、経済と社会制度の両面か
ら早期に復興を進めていく必要がある。　
■講演２「岐路にたつ日本人──覚悟と希望」（NRI

未来創発センター長 取締役常務執行役員 谷川史郎）
日本の構造変化が進みにくい原因は、国民一人ひ

とりの当事者意識の低さにある。これからの10年、
「次世代が誇りを持って働ける仕事の創造」が重要。
新産業による雇用機会の創造や海外で活躍する人材
育成などである。多くの金融資産を保持する高齢者
が、生前贈与などを通じて次世代にお金を回すこと
も原動力になる。2025年には団塊世代が後期高齢者
になる。これからの10年が日本再生の岐路になる。
■パネルディスカッション「次の世代、未来のために
今できること」（パネリスト：建築家 伊東豊雄氏、
東京大学社会科学研究所教授 玄田有史氏、JT生命
誌研究館館長 中村桂子氏、NRI公共経営戦略コンサ
ルティング部イノベーション・人材戦略担当部長 齊
藤義明、モデレーター：ジャーナリスト 池上彰氏）
伊東氏　被災地で仮設住宅「みんなの家」をつく

っている。人とのつながりを仮設住宅でも維持でき
る空間や場づくりをしてきた。 東北の人々がもと
もと持っている自然とのつながりや、共同体を維持
できるような復興計画をつくる必要がある。
玄田氏　先行きの見えない将来について考えると

き、わからないことは悪いと思われているが、その
ことに素直に向き合い、わからないからこそ価値が
あると考えてもよい。そうすれば、誰も気づいてい
ない発見があり未来をつくり出すことができる。
中村氏　従来の経済原理では人間を自然界の上に

置いて考えてきた。しかし人間も自然界の一部。震
災でそれが明らかになった。人間は想定を前提に技
術を構築していく。自然界に想定はない。想定外は
日常生活のなかに普通に存在する。それを実感する
ことが大事である。
齊藤　震災以後、日本人の「野性」に対する危機

感を感じている。海外からも人材が集まる日本を意
識して変化に挑戦する国家を目指すべき。そのため
には野性的、主体的な生き方が重要。野性を引き出
す源泉は、好奇心、想像力。次の世代のために日本
をつくり変えることに挑戦しなければいけない。

最後に池上氏が以下のように締めくくった。
池上氏　逆境を乗り越えてきた人こそ希望を持て

る。今の日本は逆境にあるが、これまでも想定外の
事態を何度も乗り越えて今の日本がある。苦しんで
いる人たちに大丈夫と声をかけながら、力を合わせ
て復興を進めることが重要である。
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